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第１章：はじめに・事業内容 

 
１．背景 

○ 近年、家族関係の希薄化に加え、高齢化等により従来の近隣住民同士による気遣い

合い・気づき合いの実践が少なくなり、高齢者が孤立しやすい状況が進んでいる。 

○ また、労働者を対象とした令和 3(2021)年度の調査 1によると、介護休業制度を利用

した回答者のうち約 37.0％、介護休暇制度を利用した回答者のうち約 27.1％が、最

も時間をかけて手助・介護している家族の「定期的な見守り、声かけ」を理由のひと

つとして制度を利用していた。 

○ このような状況の中、地域包括支援センターが総合相談支援業務として行う継続的

な見守り活動は高齢者自身の自立した生活の継続、家族介護者の負担軽減のために

重要であると考えられるため、さらなる推進を図る必要がある。 

○ 他方、地域包括支援センターに求められる役割は多様化・複雑化しており、業務負担

軽減の必要性が指摘されている。限られた人員で効果的・効率的に継続的な高齢者

の見守り活動を実施するためには、民間事業者を含む地域の関係者とのネットワー

クを強化することや見守り用 ICT 機器・サービス等を活用することが有効であると

考えられる。 

○ 全国には、地域包括支援センターならびに自治体等が民間事業者と連携し、その社

会貢献活動や ICT 機器・サービス等を活用しながら高齢者見守り活動を行う先行事

例が多数みられる。それらの事例を参考としながら各地域における見守り活動の一

層の充実、仕組みの更新（アップデート）を行うことが有用であると考えられる。 

                                                   
1 厚生労働省委託調査「令和 3 年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研

究事業 報告書 労働者アンケート調査結果」（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング）を

もとにみずほリサーチ＆テクノロジーズが算出 
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２．目的、事業内容・全体の流れ 
○ 本事業では、上記の背景を受けて、地域包括支援センターならびに自治体と民間事

業者が連携して行う高齢者見守り活動について調査を行う。 

○ 目的、事業内容ならびに全体の流れは下図の通りである。 

 

図表 １ 事業全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業目的：
地域包括支援センターの負担が少ない形で、総合相談支援業務における高齢者見守り活動を活性化させること

事業内容：
１．高齢者見守り活動が高齢者の孤立・孤独防止支援や家族介護者の心理的負担軽減にもたらす効果の明確化・広報
２．高齢者見守りサービスを提供する民間事業者等の社会資源、それらとのネットワークの築き方の明確化・広報

民間事業者（ならびに
連携先の自治体等）
へのヒアリング【4件】

先進的な取組みを行う
自治体・地域包括

支援センター等への
ヒアリング【4件】

ハンドブック作成
主な対象：市町村・地域包括支援センター 等

検討委員会（全3回）
デザインに関するアドバイザーとの協議（4回程度）

報告 意見
反映

【目次】
はじめに（地域包括支援センター・自治体へのメッセージ）
第１章：高齢者見守り活動の重要性と基本的な考え方に

ついて
第2章：高齢者見守り地域ネットワークのつくり方
第3章：高齢者見守りネットワークを持続可能なものにする

ためのポイント
第4章 事例集（自治体・民間事業者による取組み）
参考資料：地域包括支援センターが連携先の民間事業者

や住民にそのまま示せる既存ツールの紹介

事
例
収
集
・

ポ
イ
ン
ト
の
明
確
化

オンライン事業報告会
主な対象：市町村・

地域包括支援センター・
高齢者見守りに関心を持つ民間事業者 等

【次第】
１．ハンドブック概要解説
２．民間連携・ICT活用等による地域

包括支援センターの負担軽減方法
の実例紹介
（地域包括支援センター・民間事業
者それぞれの立場から1例ずつ）
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３．検討委員会の設置 
○ 本調査研究の実施にあたり、調査方針の検討、結果の整理、成果物の作成について、

専門的観点からご意見・ご指導をいただくため、高齢者見守りに関する知見を有す

る学識経験者・実務家・民間事業者等から構成される検討委員会を設置した。 
○ また、特にハンドブックデザインについて、デザインに関する知識を有する実務家

からアドバイスをいただいた（デザインに関するアドバイザー）。 

 

図表 ２ 検討委員会 構成員 
【委員】 

氏名 所属 

小川 晃子 岩手県立大学 名誉教授 

加山 弾 東洋大学 福祉社会デザイン学部 社会福祉学科 教授 

栗林 秀樹 日本郵便株式会社 地方創生推進部 課長 

澤登 久雄 
社会医療法人財団仁医会 

牧田総合病院 地域ささえあいセンター センター長 

立石 愛 
中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 

基幹型包括支援担当係長 

村井 祐一 田園調布学園大学 人間福祉学部 社会福祉学科 教授 

（敬称略） 50音順 

【デザインに関するアドバイザー】 

氏名 所属 

友田 光亮 

株式会社リクルート プロダクト統括本部 

プロダクトデザイン・マーケティング統括室 

マーケティング室 クリエイティブ・ディレクター 

 
○ 本事業の事務局は下記の通り。 

図表 ３ 事務局 構成員 

氏 名 所属・役職 

小佐野 有紀 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム コンサルタント 

田中 陽香 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム 課長 

掛川 紀美子 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム シニアマネージャー 

井上 菜緒子 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム コンサルタント 

奈良場 春輝 
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム コンサルタント 
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４．検討委員会の開催状況 
○ 検討委員会は、オンラインにて計 3回開催した。 

○ 各回の議題は、以下に示す通りである。 

 

図表 ４ 検討委員会 議題 

回 時期 議題 

第 1回 
2023年 

12 月 

・事業方針の確認 

・ヒアリング結果報告 

・おおた高齢者見守りネットワーク「みま～も」に関するヒアリング 

・成果物（ハンドブック・報告書）作成の方針検討 

第 2回 
2024年 

1 月 

・第 1回検討委員会後実施のヒアリング結果報告 

・成果物（ハンドブック・報告書）作成の方針確認 

・事業報告会の内容の検討 

・ハンドブック表紙・第 1稿案の検討 

第 3回 
2024年 

3 月 

・事業報告会実施報告 

・ハンドブック表紙・内容の最終報告 

・報告書案の検討 

 
 
５．成果物の公表 
○ ハンドブックならびに本事業報告書は当社のホームページにて公開する。 

（https://www.mizuho-rt.co.jp/index.html） 
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第２章：ヒアリング調査 

１．ヒアリング調査全体像 
○ 一連のヒアリング調査の全体像は下表の通り。 

 

図表 ５ 全体像 

調

査

① 

民間事業者（ならびに

連携先の自治体等）へ

のヒアリング 

 

【時期】 

11 月～1 月 

【内容】 

1. 高齢者見守りサービスの概要 

2. 自治体や地域包括支援センターと民間事業者 

との連携事例 

3. 自治体及び地域包括支援センターと 

（民間事業者と）の連携経緯等 

4. 自治体・地域包括支援センターと 

（民間事業者と）の連携を進めるメリット 

5. 自治体・地域包括支援センターと 

（民間事業者と）の連携上生じた課題と解決策 

6. 地方自治体等への導入にあたって使用した 

補助金、交付金 

7. 自治体・地域包括支援センターと連携を推進・ 

成功させる上での留意点 

8. 今後の展望 

調

査

② 

先進的な取組みを行う

自治体・地域包括支援

センター等への 

ヒアリング 

【時期】 

11 月～12月 

【内容】 

1. 高齢者見守り活動の背景 

2. 高齢者見守り活動を実施する体制 

3. 高齢者見守り活動を開始した経緯 

4. 高齢者見守り活動の内容 

5. 高齢者見守り活動の現状 

6. 民間事業者等と連携した施策を実施するに 

あたって重要視すること 

7. 取組み検討の流れ 

8. 民間事業者等と連携した施策実施を行うに 

あたって課題に感じること or 工夫していること 

9. 今後に向けて 
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２．調査① 民間事業者（ならびに連携先の自治体等）へのヒアリング 
２－１ 目的 
○ 高齢者見守り活動において、自治体及び地域包括支援センターが民間事業者等と

連携することの意義を明確化することを念頭に置き、見守りサービスが高齢者の

孤独・孤立防止や家族介護負担軽減等に及ぼす効果、ならびに地域包括支援セン

ターの業務運営への影響について調査した。 

 

２－２ 調査対象 
○ 複数自治体と連携して見守りサービスの提供を行っている民間事業者を抽出し、

主な事業分野・高齢者見守り活動への関わり方等に偏りが出ないよう調整の上、

依頼を行った。 

○ 各民間事業者と連携を行う自治体等の担当者にも同席してもらい、多面的なヒア

リングを行った。 

 

図表 ６ 調査➀の対象となった民間事業者の概要 

民間事業者名 主な事業分野 高齢者見守り活動への関わり方 

一般社団法人セーフ

ティネットリンケー

ジ 

・行政向けの福祉 DX事業等 

 

・地域の互助の力を引き出して高齢

者見守り活動等を行うためのス

マホアプリ「地域共生支援アプリ

（みまもりあいアプリ）」と「緊

急連絡ステッカー（みまもりあい

ステッカー）」を開発し、自治体

や地域住民、企業等へ提供 

              等 

中部電力株式会社 ・再生可能エネルギー事業、

原子力事業、海外事業、コ

ミュニティサポートイン

フラ関連事業等 

・一人暮らし高齢者宅から得られる

電力使用情報に、AI を活用した解

析を加えフレイルリスクを可視

化する「e フレイルナビ」を開発

し、フレイルリスクに応じて自治

体による介護予防の働きかけ等

を支援 

 等 

日本郵便株式会社 ・郵便業務、銀行窓口業務、

保険窓口業務及び地方公

共団体事務の受託等地域

住民の利便の増進に貢献

する業務等 

・「みまもり訪問サービス」「みま

もり電話サービス」「駆けつけサ

ービス」「スマートスピーカーを

活用した郵便局のみまもりサー

ビス」等を展開 

              等 

合同会社ネコリコ ・家庭向け IoT サービス事

業、IoTインフラサービス

事業等 

・冷蔵庫の開閉から居住者の異常を

検知してスマホに知らせる見守

りセンサー「まもりこ」や、その
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検知結果からコールセンターが

高齢者宅への安否確認連絡や家

族等の連絡を行う「独居ケアアシ

スタント」を提供 

              等 

２－３ 調査項目 
○ 下記の質問項目に沿ってヒアリングを行った。 
 

図表 ７ 民間事業者（ならびに連携先の自治体等）向け質問項目 

１．高齢者見守りサービスの概要 

 ・サービスの内容（デバイスの仕様、記録方法 等） 

・対象者像（年齢、世帯人数、家族との同居・別居 等） 

２．自治体や地域包括支援センターと民間事業者との連携事例 

 ・連携した市町村担当部局、地域包括支援センター等、社会福祉協議会 

・連携内容（各者の役割分担、費用負担） 

・自治体に応じたサービス仕様の調整 等 

３．自治体及び地域包括支援センターと（民間事業者と）の連携経緯等 

 ・連携経緯、きっかけ 

・連携当初のアプローチ先 

４．自治体・地域包括支援センターと（民間事業者と）の連携を進めるメリット 

 
（例） 

・サービス普及販促のしやすさ 

・利用者からのフィードバックの受けやすさ 

・サービス仕様の調整のしやすさ 

５．自治体・地域包括支援センターと（民間事業者と）の連携上生じた課題と解決策 

 
（例） 

・個人情報の取扱い 

・営業～採用に至るまでの期間 

・課題解決の方法（定期的な情報共有等） 

・施策が複数部署にかかる場合の調整 

６．地方自治体等への導入にあたって使用した補助金、交付金 

 
（例） 

・デジタル田園都市国家構想交付金 

・中山間地域市町村介護サービス確保対策事業の交付金 

・保険者機能強化推進交付金 

７．自治体・地域包括支援センターと連携を推進・成功させる上での留意点 

 ・工夫している点 

８．今後の展望 

 
・他自治体（他の民間事業者）との連携 

・見守りサービス（高齢者見守り活動）の更なる発展 
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２－４ 調査結果 

○ 各民間事業者、ならびに連携先の自治体等へのヒアリングによって得られた結果は

下記の通り。 

 

２－４－１．一般社団法人セーフティネットリンケージ 

 

ヒアリング日時 2023 年 12 月 15 日（金） 15 時 00 分～17 時 00 分 

ヒアリング参加者 株式会社セーフティネットリンケージ 

天理市 

天理市生活支援コーディネーター 

 

 ヒアリング参加企業の概要 
 

基本情報 

 ブランド名「みまもりあいプロジェクト」https://mimamoriai.net/として、立上げ当初から

一貫して『ひとりでいても、ひとりぼっちにしない町作り』（SDGs：誰一人取り残さない）」

にのっとり「互助の気持ちを ICT（情報通信技術）がサポートすることで、市民の力でお

互いにみまもりあえる、つながりあえる、ささえあえる社会の実現」を目指して、2017 年

から「互助を集結して、多世代で見守り合える地域作りに貢献」、2023 年からは「つな

がりあえる・ささえあえる社会」の実現を目指して、「当事者とご家族の望まない孤独孤

立」緩和に向けて、音声を使って声を届ける支援を展開している。「誰もが絶望を突き

付けられたその時に、受容期間を支え合えるプラットフォーム（福祉 SNS）」の構築と、

多世代がお互い様で支え合う地域を、地域資源を集結して作り上げていく。（セーフティ

ネットリンケージ） 

 「みまもりあいプロジェクト」において活用されている「地域共生支援アプリ」には、「①見

守り支援」「②居場所支援」「③支え合い・日常生活支援（マッチング支援）」の機能があ

り、認知症の当事者・家族から子育て中の家族まで様々な世代の人たちが、互助を頼

って、ゆるやかにつながりあえるように設計されている。（セーフティネットリンケージ） 

 

 

 高齢者見守りサービスの概要 
 

サービスの内容（デバイスの仕様、記録方法 等） 

＜経緯＞ 

 予測では 2040 年にこどもの 0～14 歳人口と認知症当事者人口が拮抗すると言われて
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いる。人口減少による地域の活力が低下する中で、社会課題になっている、認知症当

事者の散歩中の行方不明届け出数（約 18,709 件）、望まない孤独孤立・ひきこもり問

題から、災害時の要援護者への安否確認や支援まで、互助を頼ることができる地域・

福祉に特化した安心安全な市民主体型の福祉 DX が必要であると考え、「地域共生支

援アプリ（みまもりあいアプリ）」を開発し、「みまもりあいプロジェクト」を開始した。実装

している機能は 3 種あり、6 年の歳月をかけて 2023 年 3 月に完成した。（セーフティネ

ットリンケージ） 

 実績として、2017 年 4 月から「見守り支援」、認知症当事者の全国行方不明届け出数

18,709 件（2023 年発表数字）の課題に取組むために、地域の協力者の力を借りて捜

索連絡できる仕組みを作り、現在アプリは約 200 万ダウンロードで、全国で活用された

過去 5 年間の累計捜索配信数は 27,493 回に及んだ。（セーフティネットリンケージ） 

 続いて、2023 年 6 月から「居場所支援」として、多くの方がスマホを所有している 79 歳

以下認知症当事者（認知症当事者全体で約 10％の割合）と家族に対して、近所になか

なか同世代の仲間を見つけることが難しく、WEB 検索しても求める情報は少なく、望ま

ない孤独孤立に陥る可能性が高いのではと考え、必要とする情報（当事者・家族・支援

団体・福祉関係者が経験してきた声（体験・ノウハウ・知恵）を、音声を活用して集め、

共有し合えるプラットフォームを提供して、大切な「受容期間・備える期間」を支え、包括

的ケアマネジメント（社会のつながりの再生・生活支援等）をサポートして、QOL を改善

し、孤独孤立感の緩和に取組んでいる。（セーフティネットリンケージ） 

 市民主体型・福祉 DX の視点で、地域共生支援アプリを開発するにあたっては、認知

症の方も使えるアプリであれば、全世代に優しいと考え、認知症の方に開発目線を合

わせた。（セーフティネットリンケージ） 

 

＜概要＞ 

 「みまもりあいアプリ」は、2020～22 年の 3 年間に及ぶ経済産業省「認知症共生社会

に向けた製品・サービスの効果検証事業」として、大阪大学との共同研究で改修した

「認知症の方も使えるアプリ」である。（セーフティネットリンケージ） 

 特徴は、認知症本人、家族、支援団体の声をもとに開発した「認知症の方も使うことが

できる」アプリで、必要とする情報（当事者・家族・支援団体・福祉関係者が経験してき

た声（体験・ノウハウ・知恵）を、音声を活用して集め、共有し合えるプラットフォームを

提供して、大切な「受容期間・備える期間」を支え、包括的ケアマネジメント（社会のつな

がりの再生・生活支援等）をサポートして、QOL を改善し、孤独孤立を緩和していく。ア

プリをダウンロードする際に、個人情報登録なしで地域とのつながり、SNS・情報連携

ができる。「個人情報登録なしで SNS ができる福祉 SNS」として、Apple、Google から許

可をもらった世界初の仕組みになる。（セーフティネットリンケージ） 

 現在、約 200 万人がアプリをダウンロードし、約 60 自治体が協定を締結。全国で活用

された捜索配信数は 5 年間の累計で 27,943 回に上り、例えば、吹田市の場合は、
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2022 年度実績で、アプリは約 8000 ダウンロード、緊急連絡ステッカー利用者は約 150

人で、捜索配信数は年間 295 回、ステッカーによる電話連絡は年間 211 回になる。（セ

ーフティネットリンケージ） 

 連携先は自治体だけでなく、地域活動団体・医療福祉系大学にも広がっており、アプリ

に備わっている「見守り訓練」の機能を使って、マルシェ等のイベント時に「大切な人探

しゲーム」として全国で約 100 箇所約 2 万人が参加していたり、「音声ガイド付きスタン

プラリー」の機能を活用して関西中心に約 50 の大学・団体が地域貢献として活用して

いたり、また、民間でも、「認知症保険」を東京海上日動火災と共同開発したり、地域生

協と外出時の見守りに関する協定締結を準備していたりと、活動の輪が広がっている。

（セーフティネットリンケージ） 

 

＜見守り＞ 

 見守り支援の一環として、高齢者がいなくなった際に、GPS を利用し捜索依頼を配信す

ることができる。家族等の捜索者（利用者）が GPS 機能を使って捜索範囲を設定後、

情報を発信すると、その範囲内にいる協力者に情報が届く。発見した協力者が直接家

族（利用者）に双方の個人情報を保護した状態で電話ができ、家族が発見連絡ボタン

を押すと、協力者にお礼のメッセージが届くという仕組みである。（セーフティネットリン

ケージ） 

 見守りの輪を広げていく方法として、子育て世代の家族を巻き込むことを意識してい

る。マルシェ・イベント・お祭り等で、「大切な人探しスタンプラリー」をゲームで楽しめる

ようにした見守り訓練を実施し、親子で参加できる取組みを天理市と進めている。実際

に参加した母親へのアンケートでは、「お子様の緊急時にアプリを使いたいですか？」

という質問に対して、48 人中 46 人、全体の 95％の母親が「利用したい」と回答した。カ

ウントしていた 2019 年度では、全国で約 100 箇所 2 万人規模の参加があった。（セー

フティネットリンケージ） 

 実際に東京都文京区で、アプリを使い、女児の捜索配信がされたケースがある。（セー

フティネットリンケージ） 

 

＜居場所＞ 

 誰もが絶望を突き付けられたその時に、地域資源「①先輩当事者・ご家族・支援団体・

福祉関係者が経験してきた声（体験・ノウハウ・知恵）や②地域の集いの場（カフェや食

堂）の声」を集め「認知症当事者も使えるアプリ」を使って音声で提供し、当事者と家族

の「受容期間」を支え「望まない孤独孤立」を生まない、「心を満たして、地域とつながり

合う環境」を創っている。（セーフティネットリンケージ） 

 番組専用の二次元バーコードを読み込むと、認知症に関する番組が見られるようにな

っている。事前に二次元バーコードに紐づけた複数の番組が一度に登録できる仕組み

である。（セーフティネットリンケージ） 
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 具体的には、認知症当事者や家族と支援者をつなぐ「ケアチャンネル」と、地域にある

資源を見える化する、多世代でつくり上げる「地域チャンネル」の 2 種類がある。 

「ケアチャンネル」の展開目的は、認知症の課題のひとつとして「第三者に障害が見え

ない」ことから生じる「関係性の障害」があり、当事者は「人に迷惑をかけたくない思い・

自尊心による抵抗・受容がうまくできない」ことから、社会生活や地域と疎遠が生まれ

やすく、また、自分自身がその先に何が起きるのか分からない不安・葛藤・混乱の中

で、長く孤独・孤立した状態に陥る危険がある。特に 79 歳以下で認知症と診断された

方々はまだまだ元気で、周囲から支援の必要性が理解されにくく孤立しがちである。ア

プリは個人情報を登録しないで情報連携（配信情報を受け取る・音声番組を聞く等）で

きる仕組みになっており安心である。 

視聴者には、個人情報非登録の状態で自分のペースで番組を視聴できる環境を、情

報の発信者には誹謗中傷されない、いいねボタンや再生回数の表示がない環境を提

供している。また発信者の判断によっては、番組登録者と直接 SNS で交流（アンケー

ト・チャット等）することも可能である。同じ悩みを抱えながら生活している認知症の方と

その家族、専門職や学生等の声を、身分を明かさず「覗き見」ならぬ「覗き聴き」できる

ので、自分が欲しかった情報や居場所にめぐり会う機会を育てたいと思っている。（セ

ーフティネットリンケージ） 
 「地域チャンネル」は、福祉と地域をマッチングさせることで新しい居場所づくりをサポー

トする。中心となるのは、大学生や高校生、支援団体等若い世代で、地域の情報を

「声」で視聴者に提供し、行動を促している。例えば、高齢者の散歩支援としてウォーク

ラリーや音声ガイド付きのスタンプラリー等を企画・実行している。情報発信者も楽しく

参加するうちに、いつの間にか高齢者の見守り隊になっていて、地域に貢献している仕

組みである。自治体や商店街等とも協働で取組んでいるので、地域の活性化にもつな

がっている。（セーフティネットリンケージ） 

 現在、「ケアチャンネル・地域チャンネル」は大阪府の支援事業として展開中で、ケアチ

ャンネルは 2024 年 3 月末に認知症の方のための番組として 15 番組 500 エピソードを

実現予定である。今まで WEB 検索しても出てこなかった、「認知症になっても大丈夫」

というメッセージが込められた、認知症の方のための番組が草の根だが 15 番組できる

予定である。（セーフティネットリンケージ） 

 「地域チャンネル」のほうでは、関西圏の大学中心に約 50 大学・団体からエントリーが

あり、地域資源を活用した「音声ガイド付きスタンプラリー」を実施・開催している。大学

では、教育の一環としてアプリを導入し、学生がアプリの音声 SNS を使って地元の方

にインタビューを行い、内容を編集、地元に「音声ガイド付き地域ツアー」の作品として

地域に戻す（共有する）という流れが生まれている。認知症当事者を含む高齢者の方

の外出散歩のきっかけ・居場所と出会うきっかけになればと思っている。大学としても、

活動を通じて、学生が地域を耕す感触を得ており、2024 年度も継続予定である。（セー

フティネットリンケージ） 
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導入事例  

＜天理市＞ 

【概要】  

 天理市での取組みでは、奈良東病院とセーフティネットリンケージが、認知症高齢者及

び身体的虚弱高齢者の迷子、孤独孤立、掃除・買い物等軽微な日常生活課題等を解

決するために連携して、地域共生支援アプリ（みまもりあいアプリ）を活用して行方不明

発生時の協力者を子育て世帯に広げて多世代型の見守りを実現しながら、地域ボラン

ティアとのマッチング等を実現することで、日常生活課題解決につなげて孤独孤立を予

防し、できる限り住み慣れた地域で生活し続ける環境を作っている。支援対象者を「認

知症及び身体的虚弱に陥った在宅高齢者」とし、介護保険サービスに至る前の狭間に

いる方にフォーカスしている。そしてこの取組みは、2023 年 2 月に内閣府地方創生

SDGs 官民連携プラットフォームで、優良事例（天理市）を受賞した。（セーフティネットリ

ンケージ） 

天理市でのアプリの特性を活かした体制構築にあたっては、「支えられる側」にいる高

齢者でアプリを活用できない人がまだ多くいることを想定して、無理に高齢者にアプリ

の利用を促すのではなく、従来の窓口になっているケアマネジャー等コーディネート役

を間に置くことで格差を作ることなく課題をクリアしている。一方でボランティア登録者と

はアプリを活用することで、電話のやり取りの削減等作業効率に貢献することができ

た。また「見守り事業」と「マッチング事業」を単独で実施するのではなく、相互に連動さ

せることで、「地域との対話」機会を増やして、それぞれの状態に合わせて、多世代で

関わり合えるように配慮している。立ち上げ当初の「ボランティアの支え手不足」という

課題に対して「支えられ手」が、傾聴ボランティア・体験談を話す等であれば支え手に回

ることができることが分かり、当事者が体験談を語ってもらうことで、当事者が当事者を

支え合う「オンラインピアサポート体制」の第一歩となる、若年性認知症の方による「当

事者番組」を作り、配信している。（セーフティネットリンケージ） 

 マッチングにあたっては、養成講座の際にアプリをインストールし、ボランティア実

施までのやり取りを説明、模擬体験を実施する。その後、生活支援コーディネータ

ーが支援内容と依頼をアプリ上に配信して、返事があったボランティアの絞り込み

を行い、マッチングをするという流れである。（天理市生活支援コーディネーター） 

 地域包括支援センターと連携しながら、困りごとや高齢者の体の状況に加え、生

活環境を聞き取って、自分でできることとボランティアに頼みたいことを洗い出す。

あくまで自立支援として、どうしても本人が難しい作業をボランティアに依頼する。

手伝う内容としては、軽微な掃除と草取り支援が主で、他には外出同行や趣味活

動支援の依頼等、本人の生きがいがサポートにつながるものもある。（天理市生
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活支援コーディネーター） 

 2022 年度では高齢者 42 名ほどで 200 件ほどの利用があった。ボランティアとし

ては 300 名程度登録がある。（天理市生活支援コーディネーター） 

 活動が終わったら、ボランティアの方に Google フォームで感想を上げてもらって

いる。これまでに「普段しない活動をして気分転換になった」「喜んでもらえて嬉し

い」という回答が寄せられている。（天理市生活支援コーディネーター） 

 依頼を受ける際、高齢者の方から同意書をもらうようにしている。高齢者から依頼

内容と別のことを依頼された場合は、ボランティアから別途、連絡をもらうようにし

ている他、作業中に高齢者から相談があった際は、必要に応じて専門職につなぐ

等、ボランティアとも情報共有している。（天理市生活支援コーディネーター） 

 実証では 1 年間で、9 団体参加、194 名が登録し、年間 219 件が実際に使用に至

った。また、ボランティアのマッチング後に、手伝いを依頼した方で「自分も見守り

ならできそうだ」という方がアプリをダウンロードし、見守り訓練に参加する循環を

作り、1 年間で人口の約 5％にあたる 3,000 人がアプリをダウンロードした。（セー

フティネットリンケージ） 

 

【「かくれんぼ」について】 

 認知症高齢者や迷子の方の早期発見、持続可能な多世代型の見守りの地域づくりの

ため、大切な人を探す見守り訓練として、イベント「かくれんぼスタンプラリー」を実施し

た。イベントは天理市主催で、2023 年 11 月 23 日に開催した。なお、同イベントは市か

ら委託している地域包括支援センターが、2019 年より運営を担っていた。（天理市福祉

政策課） 

 子育てイベントの一環として実施することで、子育て世代の若い夫婦やそのこども（未

就学児から小学生）たちが参加した。見守り合える地域づくりということで生活支援コー

ディネーターや、支え合いで協力してくれる養成するボランティア、認知症サポーターに

も声をかけ、3 時間で 162 名が参加した。地域包括支援センターによる開催も含め、

2019 年から延べ約 700 人が参加した。（天理市福祉政策課） 

 開催にあたっては、小さいこどもと子育て世代の家族に認知症のことを知ってもらおう

と、認知症の方の独り歩きを想定した「捜され役」の配置の他、見つけた際どのように

声を掛けたら良いかを記したマニュアルも配り、それにもとづいて声をかけるとスタンプ

がもらえる、スタンプラリー形式にする等工夫した。（天理市福祉政策課） 

 大切な人を探す見守り訓練「かくれんぼスタンプラリー」は天理市以外でも開催されて

おり、コロナ前は、全国約 100 箇所で 2 万人の参加があった。（セーフティネットリンケ

ージ） 

 

対象者像（年齢、世帯人数、家族との同居・別居 等） 

＜アプリ利用者像＞ 
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 アプリの利用者層に関しては、個人情報を取得していないため、正確なデータは把握

できていないが、過去のイベント時の参加状況やアンケート結果から、学生、子育て世

代の家族、認知症対策に取組む企業や認知症支援団体の関係者、認知症の本人・家

族等が主に使っているようだ。（セーフティネットリンケージ） 

 高齢者に限らず、子育て中の母親が自身のこどもの安全のためにアプリを利用してい

る。こどもの見守りと認知症の方の見守りは、地域の目で緊急時に見守り合う目的は

同じであり、多世代型見守り実現において大切なことと考えている。（セーフティネットリ

ンケージ） 

 

＜マッチング対象について＞ 

 マッチングを行う対象は、日常生活におけるちょっとした困りごとを抱えた高齢者であ

る。彼らをどのように発見するかは、地域包括支援センター職員の声かけや、生活支

援コーディネーターが、高齢者の方の集まりへ出向いた際に気になった方に声をかけ、

アセスメント目的で訪問するケース（住民主体の通いの場づくりの一環）がある。（天理

市生活支援コーディネーター） 

 ただし、専門職が地域に住む全ての高齢者の声を拾い上げることには限界がある。そ

のため、民生委員、地域のリーダー的な立ち位置の方々にも、困り事を抱えている方

がいたら、地域包括支援センターの職員や生活支援コーディネーターに声をかけてもら

えるような関係づくりも進めている。（天理市生活支援コーディネーター） 

 住民の協力を得るための、啓発や受け入れ体制作りも必要だと感じている。（天理市生

活支援コーディネーター） 

 

対象者やその家族への効果等 

 独居の高齢者で、家族が遠方にいるという家庭もいる。その場合、家族がどこまで支援

できるかを、ヒアリング、アセスメントし、把握するようにしている。訪問頻度が月 1 回の

家族の場合は、滞在時間も限られるため、なかなか高齢者の求める生活支援が行え

ないこともある。そこをボランティアである天理市生活支援サポーター（通称：てんさぽ）

が補えているのではないかと思う。（天理市生活支援コーディネーター） 

 ボランティアが入り過ぎると依存につながったり、本来家族ができる支援を奪ってしまっ

たりすることもあり得るため、高齢者自身でできること（自助）や家族の支援がどこまで

得られるか等細かな情報までできるだけ拾い、調整しながら対応している。（天理市生

活支援コーディネーター） 

 

 

 自治体や地域包括支援センターと民間企業との連携事例 
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連携した市町村担当部局、地域包括支援センター等、社会福祉協議会と連携内容  

（各者の役割分担、費用負担） 

＜契約形態等＞ 

 天理市が制度設計を担い、奈良東病院が生活支援コーディネーターによるボランティ

アとのマッチング業務を担い、当社団がアプリを使って「①見守り合い②支え合い（マッ

チング）③地域と対話」を包括的に支援した。具体的には①アプリは「アプリをダウンロ

ードすることで捜索協力者の 1 人になれる仕組み」が備わっており、市内で見守り訓練

を実施し、子育て世代を巻き込みダウンロードを増やし、②マッチング業務は、生活支

援コーディネーターとボランティアとの連絡調整業務にアプリを使って業務の効率化を

実現し、③ダウンロード者にアプリを使って地域との対話活動に注力できるようにした。

これにより「持続可能な見守り合う・支え合う・地域と対話し合う循環」を 3 者で実現し

た。（セーフティネットリンケージ） 

 天理市で、地域ボランティア団体と生活課題を抱える高齢者とのマッチングによる支援

体制の確立。多世代型の見守り体制構築を目指して、子育て世帯を巻き込んだ捜索模

擬訓練を実施（子育て世代へのアンケート実施）。奈良東病院で、生活支援コーディネ

ーターの配置により、ボランティアとのマッチング業務で中核的な役割を担い、当社団

で「地域共生支援アプリ」と「管理システム」の運営保守・アプリや訓練の運営支援を担

ってきた。（セーフティネットリンケージ） 

 

＜費用負担＞ 

 自治体により人口や契約形態が異なるため、費用もそれぞれに異なる。アプリの地域

団体に対する費用は 0 円で、自治体から月額固定で費用をもらっている。人口や契約

内容により費用は異なるが、天理市では、システムの利用料は奈良東病院が負担して

いる。天理市が認めた「非営利団体・支援団体」には管理画面を無償で提供してシステ

ムが使える仕組みになっている。自治体人口と装備する機能で月額費用が変動する。

（2023 年 2 月時点で、基本的な装備で約 50 万円前後）。非営利団体には無償提供す

ることで、地域間で生まれる ICT 格差をなくしていく。（セーフティネットリンケージ） 

 その他に、見守り支援のアプリとセットで活用できる緊急連絡ステッカー（みまもりあい

ステッカー）に関しては、現在、初期費用 2000 円+月額 300 円×12 か月の費用（税込）

がかかる。ただし、1 点お知らせとしては、2024 年・2025 年度導入自治体においては、

「緊急連絡ステッカー」を初期費用 5600 円（税別）のみで、以後の月額費用を 0 円にし

た「永久活用できるステッカー」を提供していく予定である。（1 ロット 100 部セットで）自

治体による初期費用負担により、自治体経由の認知症当事者と家族の費用負担を０

にしていく予定である。（セーフティネットリンケージ） 

 

＜緊急連絡先の設定＞ 

 利用者、協力者間での発信、連絡のやり取りにあたっては、個人情報保護目的で、緊
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急連絡ステッカー（みまもりあいステッカー）という仕組みを設けている。各利用者には

10 桁の ID が割り振られ、この ID をもとに、発信、連絡を行うことができる仕組みであ

る。具体的には、発見した協力者が「緊急連絡ステッカー（みまもりあいステッカー）」に

記載されたフリーダイヤルに電話して、ステッカーに記載されている ID 番号を入力する

と、個人情報をお互いに公開することなく、家族が予め通報先として登録した電話に直

接連絡がかかる仕組みである。電話番号は 2 回線まで登録が可能で、1 番目の通報

先が不在、圏外、電源オフの場合は 2 番目に登録した電話番号に自動で再転送、緊

急時のつながる可能性を高める。協力者と家族の通話内容は全て録音管理されており

安心である。（通話前に録音されていることを協力者に自動アナウンスする。万が一の

際はサーバーから協力者の携帯番号把握が可能である。） 

従来の「認知症ステッカー」との違いは、間に第三者が入って、発見者から家族に電話

をつなぐコストも時間もかかる方法、例えば土日や営業時間外は使えないという弊害等

を、発見者から直接家族に電話がつながることで、24 時間 365 日稼働して、早期連絡

対応を実現したことに意味がある。この方法だと認知症の方に限らず、外出時に心疾

患等救急対応の恐れがある方にも使ってもらっている。そのため、このステッカーは

「緊急連絡ステッカー」になり、認知症当事者の自尊心も守れる。実際に、実証した家

族では、孫に使っているケースがあった。（セーフティネットリンケージ） 

 

自治体に応じたサービス仕様の調整 等 

 自治体によって状況、ニーズ、課題が異なるため、契約の形態も様々である。まずはダ

ウンロード数を増やす必要があるため、アプリの利用自体は無料としている。捜索配信

時に使用する番号も、自分の電話番号を使うことができる。（セーフティネットリンケー

ジ） 

 個人情報保護目的で、アプリと一緒に使える緊急連絡ステッカーを採用している自治

体もある。ステッカー記載の ID 番号とフリーダイヤルで個人情報を保護し合う。セキュ

リティーのため全て録音対応している。（セーフティネットリンケージ） 

 

個人の状況に応じた仕様の調整等 

 アプリの用途については、当社団が、アプリ利用者（認知症の本人や家族、専門職、学

生、ママ等）に直接話を聞いたり、アプリを使ったアンケートを実施したり、困りごとや使

い勝手に関する声を拾い上げたりしている。集めた知見を北海道大学と連携し、アプリ

開発に反映するというスタイルを取っている。（セーフティネットリンケージ） 

 

 

 自治体及び地域包括支援センターと（民間企業と）の連携経緯 
 

連携経緯、きっかけ 
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 アプリを開発して間もない頃、見守りに関心のあった奈良東病院の理事長が興味を持

っていた。当時、天理市にもアプリの紹介を行ったが採用に至らず、同病院がまずは自

分たちの地域と病院施設内で活用するために導入した。（セーフティネットリンケージ） 

 その後、天理市が生活支援体制整備事業を外部委託した際に、奈良東病院の運営法

人がその業務を行うこととなった。事業の一環として高齢者とボランティアのマッチング

を行うにあたり、アプリの提案を天理市に行ったところ、協定を結ぶ運びとなった。（天

理市生活支援コーディネーター） 

 奈良東病院（奈良県天理市）は、生活支援コーディネーター業務の運営母体を担う医

療法人である。地域社会への貢献という理念を掲げる中で、高齢者の孤立死の事例を

減らしたいと、一部地域でセコムと連携し高齢者宅への機器設置や、見守りの非正規

職員の配置等を行っている。その中で「かくれんぼ」の開催を計画していた折に、今年

度は天理市が主催で行うという流れになった。（天理市生活支援コーディネーター） 

 

連携のアプローチ先 

 当団体は、非営利組織であり、今まではアプリ開発を優先していたため、積極的な営業

は行っていないが、地域で講演をする機会がきっかけとなって、地域にいる熱い想いを

持った方が代わりに地域に広げている。現場の声を聴いてその声を実現しているから

広がっていくのだと思う。（セーフティネットリンケージ） 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携を進めるメリット 
 

＜セーフティネットリンケージのメリット（動機）＞ 

 事業立ち上げのきっかけは、当社団代表の前職の株式会社ベネッセコーポレー

ションで、こどもとペット関係の新規事業「たまひよ・ウィメンズ パーク・いぬのき

もち等」に関わっていた時だった。こどもと愛犬の迷子問題、そして、自身も認知

症になった祖父の迷子問題を経験して、家族だけで、探すことの精神的・身体

的・時間的負荷の重さを知り、そんな中で認知症行方不明届け出数が年間で約

17,000 件を超えていることに衝撃を受けた。そして、ちょうど時代も認知症の方

の迷子問題を社会問題として大きく取り上げ始めていた。（セーフティネットリンケ

ージ） 

 そのような折、「年間 160 億円のお金が交番に毎年届けられている。そしてその

約 7 割近くのお金がご本人に戻る」この事実を知った時に、この国には「困って

いる人がいると、当たり前のように助け合おうとする力」が働くのだと感じた。この

世界に誇ることができる「互助」は、誰もが信頼している「交番」という全国に展開

する仕組みがあって成り立っており、日本人の多くは、落とし物を見つけたら、当

たり前のように交番もしくは近くの店舗に届ける。落とされた大切な物は、「電池
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を使った GPS 機能」がなくても、「人の優しさ」を使って本人に戻る。この「優しい

エネルギー」を明確に認識して ICT でサポートできれば、「互助」というエネルギ

ーを、世界に誇るべき「互助資源」 として活用できるのではないかと考えた。そし

て、この世界に誇るべき「互助資源」を ICT を活用して、自身の認知症の祖父の

迷子問題の体験も含めて、当時、社会問題化していた「認知症の方の迷子問

題」の解決に着手することを決断した。（セーフティネットリンケージ） 

 

＜天理市のメリット＞ 

 アプリのアップデートや細かいバグの対応もさることながら、開発の負担がなく、福祉の

システムを活用できることがありがたいと感じている。GPS を活用し、スピーディーに捜

索情報を配信できることに加え、情報発信の手軽さと信頼性もメリットと感じている。

（天理市福祉政策課） 

 

＜生活支援コーディネーターのメリット＞ 

 生活支援コーディネーターの役割として、支援ニーズがある人と支援する人のマッチン

グがある。双方の一人一人に電話で連絡することなく、アプリ上でマッチングできること

にメリットを感じている。人と人が直接対面してやることの良さもあるが、福祉分野も人

材確保が大変で、このような ICT 活用の視点が増えたのは大きいと感じている。（天理

市生活支援コーディネーター） 

 地域包括支援センターの総合相談の件数が増える中、ケアマネジメントを入れるほど

ではない軽微な困りごとについて手が伸ばせずにいたが、生活支援コーディネーター

がアセスメントをして、ボランティアやインフォーマルな社会資源につなげることで、一定

程度センターの負担軽減を果たせていると思う。また、地域包括支援センターに既につ

ながっている方でも、マネジメントの業務はできても業務時間の範囲内でゆっくり話を聞

くことが難しいという際に、話し相手のボランティアにつなげることで負担が軽減してい

ることもある。（天理市生活支援コーディネーター） 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携上生じた課題と解決策 
 

個人情報の取扱い 

 当事者と家族は、個人情報を登録することなくアプリをダウンロードし、専用 QR を読み

取って、グループに登録、音声番組を視聴することができる。専用 QR に紐づいた番組

がスマホに出現する仕組みで、情報連携が可能である。個人情報非登録で情報連携

を実現しており、携帯製造番号に自動発番された ID と PW が紐づく仕組みで成りすま

しも防止できる。この仕組みは、「福祉 SNS」として Apple・Google から許可を得た。（セ

ーフティネットリンケージ） 
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 地域資源「①先輩当事者・家族・支援団体・福祉関係者が経験してきた声（体験・ノウハ

ウ・知恵）や②地域の集いの場（カフェや食堂）の声」を集め「認知症当事者も使えるア

プリ（福祉 SNS）」を使って音声で提供し、当事者と家族の「受容期間」を支え「望まない

孤独孤立」を生まない、「心を満たして、地域とつながり合う環境」を創る。（セーフティネ

ットリンケージ） 

 そして、地域資源に対する誹謗中傷を防ぐために、いいねボタンや再生回数表示やフ

リーコメントの書き込みができないようになっている。（セーフティネットリンケージ） 

 

自治体連携で生じた課題と解決方法 

 現在、奈良東病院がアプリ利用のライセンス料を負担してくれている。本来は天理市の

方で予算をつけられれば良いと考えているが、子育てや観光にも利用できるアプリであ

り、介護保険のみの事業ではないので、どこから予算を払うかが決めがたい。（天理市

福祉政策課） 

 

 

 地方自治体等への導入にあたって使用した補助金、交付金 
 

 重層的支援体制整備事業の交付金を活用している自治体が多いと聞いている。（セー

フティネットリンケージ） 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと連携を推進・成功させる上での留意点 
 

工夫している点 

＜導入まで＞ 

 自治体・地域包括支援センターに活用されるための前提条件は、1 当事者と家族が使

えるアプリであること、2 家族以外の第三者がサポートできること、３当事者・家族・関係

者にとって安全であること、4 行政・地域包括・支援団体・医療介護関係者が使うことが

できることだと考えている。（セーフティネットリンケージ） 

 

 1 当事者と家族が使えるアプリであること 

2022 年：大阪大学×大阪府堺市認知症疾患医療センター浅香山病院にて実施。当事

者と家族のアプリに対するニーズと効果を確認している。その結果、認知症疾患医療

センターでの認知症診断初期の当事者と家族の研究モニターの参加希望率は 98.2％

(56 人/57 人中)・実際の研究モニター参加率は 83.9％(47 人/56 人中)・研究終了後の

研究モニター完遂率は当事者 50％、家族 44％であった。一番の成果は、研究参加し
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た当事者と家族の中から 4 名の方が「名前と顔がでない声だけであれば、自分の体験

談を話しても良い」という方が現れてくれたことであった。実際に発信することで、すっき

りとした気持ちになったようで、QOL を高める効果もあるように感じた。発信する側にと

っては、聞く人を同じ悩みや苦しみと向き合っている当事者と家族だけという制限され

た空間にすることで、誰にも言えない、相談するまでもない感情を独り言として発信し、

ストレス解消効果と新しい縁の期待もあるように感じた。事実、声にするだけで満足、

心の整理ができるという方もいた。（セーフティネットリンケージ） 

 2 家族以外の第三者がサポートできること 

【課題認識】として、一般的に高齢者が、アプリを使えない・使い続けられない理由とし

て、①アプリダウンロード時に、個人情報の登録が必要であること（メールアドレスや携

帯番号を忘れてしまい登録ができない）、②ID/PW の入力が必要であること（登録した

ID/PW を忘れてしまい、アプリにアクセスできなくなる）のふたつの環境要因がある。ま

た、個人情報の登録工程があるアプリだと、家族以外の第三者が、アプリダウンロード

する際のサポートができなくなる。 

そこで、【活用技術】として、Apple・Google から 2022 年に「福祉 SNS」として許可を得

て、個人情報非登録でアプリダウンロードして、情報の取得や双方向で情報連携するこ

とを実現した。（アプリの世界共通の規約として SNS 機能を活用する場合は、必ず個人

情報の取得が義務付けられている。）これにより、家族以外の第三者（例：携帯ショップ

の店員、医療・介護・NPO 関係者、行政職員等）がアプリ操作（ダウンロードから使用ま

で）を気軽にサポートすることが可能になった。（セーフティネットリンケージ） 

 

 3 当事者・家族・関係者にとって安全であること 

【課題認識】として、アプリ利用時に「ID と PW が盗まれて、乗っ取られる」成りすまし問

題が存在（LINE と Facebook で多発）する。また、SNS を行う際に、フリー書き込み欄に

誹謗中傷の発生リスクがある。そこで、【活用技術】として、ID/PW が自動発行（忘却

OK）で、セキュリティー強化として携帯製造番号に ID/PW が紐づく仕組みにより、ID と

PW が盗まれて、乗っ取られる事故を阻止できる。また、音声番組はいいねボタンや再

生回数は表示されないで、SNS 機能（チャット）を使用するしないも管理者が選択するこ

とができる。これにより、誹謗中傷されない環境を実現している。また非営利団体にて

広告掲載も NG としている。 

 

 4 行政・地域包括・支援団体・医療介護関係者が使うことができること 

【課題認識】として、行政や医療関係者では、個人情報の取扱いが厳しく、フリーの

SNS を使用することができないが、地域の支援団体や介護関係者は、フリーの SNS を

使用して当事者や家族とつながっており、支え手側の地域が ICT ツールで、ひとつに

つながれていない（全ての関係者が同じツールを使用できない）現状がある。 

みまもりあいアプリは、ダウンロード時に個人情報を取得しないため、地域の関係者全
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員が納得して同じアプリを使用することができる。情報連携がスムーズになり、尚且

つ、情報連携に必要な機能（掲示板、チャット、アンケート等）が備わっているために業

務効率が高まることが期待できる。また、データベースは北海道大学ビジネス・スプリン

グ内に設置されたサーバーにて管理を行なっており、瞳認証、指紋認証、ID/PW 認証

の 3 重セキュリティーで管理され、専任権限者のみがサーバーにアクセスできる管理

体制で、「BCP 対応の実績」として、2018 年 9 月 6 日未明、札幌震度５強の地震＝ブ

ラックアウト発生時に当社団システムは備蓄電源に切り替わり稼働実績がある（札幌

市内全停電は日本初の現象であった）。（セーフティネットリンケージ） 

 

 

＜導入後＞ 

 現場からのフィードバックは命である。現場の意見を蓄積して、システムの改修につな

げるようにしている。（セーフティネットリンケージ） 

 使っていて感じた改善点を貯めておき、年に数回、直接、もしくはオンラインで会って話

す際に、機能についての要望をフィードバックしている。また、実際の機能や、使いきれ

ていない点についても定期的に共有してもらっている。（天理市生活支援コーディネー

ター） 

 

 

 今後の展望 
 

天理市での更なる発展 

 音声配信で、認知症の本人や家族の居場所を作っていく。（天理市福祉政策課） 

 身近な地域の医師に認知症について配信してもらい、正しい知識を伝えるとともに、認

知症は誰でもなり得るものということを伝え、認知症と判明した時のショックの緩和につ

ながるようにしたい。（天理市福祉政策課） 

 認知症サポーターの声や認知症カフェの様子も、顔を出して動画配信を行い、オンライ

ンだけでなくリアルな居場所にもつなげたいと考えている。（天理市福祉政策課） 

 

他自治体（他の民間企業）との連携 

 協定締結自治体を増やし、さらに事業を展開していきたい。（セーフティネットリンケー

ジ） 

 

見守りサービス（見守り事業）の更なる発展 

 「見守り」に関しては、2024 年と 2025 年に実証で応募があった自治体に限り、アプリと

連携できて、個人情報を保護する「緊急連絡ステッカー」の月額運営費を 0 円にして、

現場の認知症当事者と家族の負担を 0 にする試みをスタートさせる。 
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 そして、このステッカーに医療情報データを連携して、行政単位で ID 一元管理ができる

仕組みを追加開発予定である。これにより、認知症当事者に限らない、要援護者に該

当する方に使ってもらうことができる。日常は行方不明発生時の安否確認に使われた

り、救急で運ばれた際の延命治療の有無や薬アレルギー把握に使われ、災害時には

身元確認だけでなく、救急対応にも使われるのではと考えている。要援護者リストを露

出 OK な ID 番号による一元管理を実現予定である。（セーフティネットリンケージ） 

 「ケアチャンネル」草の根で作った 15 番組 500 エピソードを引き続き、賛同者と一緒に

2024 年 4 月以降も草の根で広げていきながら、今度は多くの当事者の方に聞いてもら

うために、認知症疾患医療センターに番組紹介の PR をしていけたらと考えている。 

認知症疾患医療センターでの実証実験でニーズ 98％、モニター参加 84％の数字結果

から、診断直後や診断中の形で不安の中にある当事者と家族の支える場にアプリがな

れたらと考えている。（セーフティネットリンケージ） 

 「地域チャンネル」は、大阪府を中心に広げていて、現在約 50 大学・団体の学生や地

域支援者と一緒に 2024 年度も引き続き、「音声ガイド付きスタンプラリー」をきっかけに

した取組みを広げていきたいと思っている。その地域に関わる人の声でつながり合える

取組みに期待したいと思っている。そしてアプリをダウンロードする＝見守り隊が自然

に増えていく、互助が育っていく循環につながっていければと思っている。（セーフティ

ネットリンケージ） 

 また、今後の展望として、現在、当アプリは日本語に限定されているが 2025 年度に多

言語展開を計画している。医療・福祉・教育において、在日外国人・訪日外国人との間

で立ちはだかるのが「言葉の壁」で、「みまもりあいアプリ」をダウンロードして、母国語

を選択すれば、対面で即時翻訳支援を受けられるだけに留まらず、自治体から配信さ

れる情報を全て母国語に自動で翻訳される支援を準備していく。さらに、北海道大学×

大手 ICT 企業 2 社から AI 支援を受けて、翻訳のレベルは短文翻訳ではなく、ビジネス

翻訳を実現していく。導入自治体の市民は無料で使えるようにする。（セーフティネット

リンケージ） 

 

 

 その他 
 

プロジェクト推進のポイント 

 アプリ開発当初は、個人情報の課題だけではなく、皆忙しく、ポイントが付かない、ゲー

ム性もない等、互助の力が本当に働くのかという懸念の声があった。しかし、ふたを開

けてみると、「地域の互助を頼って課題解決ができる仕組み」への期待は高く、NHK 等

地方含めて約 60 メディアで紹介されて、口コミで広がり、現在は約 200 万人がアプリを

ダウンロードしている。日本には互助がしっかり根付いており、それを可視化すること

で、さらに伝播していくことを実感した。（セーフティネットリンケージ） 
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 アプリの協力者には、認知症当事者や家族、福祉関係者だけでなく、学生や子育て世

代にも参加してもらうことが大切だと考えて、こどもたちが「宝物の人を探す、かくれん

ぼスタンプラリー」と称した見守り訓練機能を追加して、祭りやイベント時に学生と実施

したり、こどもの見守り機能として PTA や学校に活用してもらう等、活用範囲を広げて

いる。 

 また、アプリ協力者に継続的に活用してもらうために、その後どうなったのか、発見連

絡と特にお礼通知でフィードバックする仕組みを作っている。捜索配信された方の「見

つかりました」というメッセージがあると、受け取った人に安心してもらうとともに、次も協

力しようという気持ちが生まれていくと考えている。（セーフティネットリンケージ） 
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２－４－２．中部電力株式会社 

 

ヒアリング日時 2023 年 12 月 1 日（金） 15 時 00 分～16 時 20 分 

ヒアリング参加者 中部電力株式会社 事業創造本部 

合同会社ネコリコ 

松本市 健康づくり課  

 

 ヒアリング参加企業の概要 
 

基本情報 

 1951 年創業の電力会社。 

 再生可能エネルギー事業、原子力事業、海外事業、コミュニティサポートインフラ関

連事業等を実施する。 

 2023 年より、電力スマートメーターの電力使用実績データ（以下「電力データ」）を活

用した、国内初となる自治体向けのフレイル検知サービス「e フレイルナビ」の提供を

開始。 

 

 

 高齢者見守りサービスの概要 
 

サービスの内容（基本機能、デバイスの仕様、記録方法 等） 

 e フレイルナビは電力の使用量から AI を活用し、フレイルリスクを可視化し、訪問活

動等の働きかけを支援する仕組みである。電力データから、外出時間・外出回数、起

床時間・就寝時間・睡眠時間、活動量等を抽出し、フレイルの方・健常な方それぞれ

の生活習慣に関するパターンを学習した AI による分析結果を提供している。（ネコリ

コ） 

 スマートメーターが 30 分ごとの電気の使用量を計測し（スマートメーターはほとんど

の家庭に設置されている）、サーバーに上がった電気の使用量のデータ（1 か月分）

にもとづき AI がフレイルリスクを検知することで、高齢者のフレイルリスクを早期に把

握することができる。（ネコリコ） 

 一人暮らし高齢者の電力の使用量からフレイルリスクを可視化し、自治体の職員の

訪問活動の働きかけを支援する。フレイル分析結果は毎月更新している。（ネコリコ） 

 フレイルの方は、昼間に外出や家事をしなくなる、照明やエアコン等をつけっぱなし

にする、夜間の生活リズムが崩れる等で、健康な方と電力使用パターンに違いが出

る。AI は健康な方とフレイルな方のどちらの電力使用パターンに近いかを分析して、

フレイルリスクとして提示する。（ネコリコ） 

 高齢者本人は今まで通り生活しているだけで、機械操作等の負担はないため、健康

維持に受け身な高齢者でも参加するハードルが低い。また、一度申し込みを行え
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ば、自動的に継続して把握できる。（ネコリコ） 

 本人への結果提供に加え、自治体や地域包括支援センターには、複数人のアセスメ

ント結果や対応記録を俯瞰できる管理画面を提供している。また、過去のフレイルリ

スクの推移やフレイル評価ツールによる確認結果も管理可能である。（ネコリコ） 

 

導入事例 

 これまでに、長野県松本市、三重県東員町、三重県鳥羽市の 3 自治体で導入され

た。（ネコリコ） 

 

＜東員町＞ 

 東京大学・三重大学等に所属するアカデミアの方々にも教えを請いながら開発を進

め、2020 年 8 月に｢AI と電力データを用いたフレイル検知｣の実証事業を初めて行っ

た。（ネコリコ） 

 2020 年の実証事業では、「本当に AI を使って電力データでフレイルが分かるのかど

うか」の確信はなく、技術実証として行った。当時の精度は 76％ぐらいだったが、元

気な方とフレイルの方の両方のサンプルデータを増やして、AI の精度を高めた。（ネ

コリコ） 

 2021 年 11 月～2022 年 2 月に実施した実証事業では、AI によるフレイルリスク情報

と地域の情報等を定期的に参加者にフィードバックすることで、期間中にフレイルと

判定された 11 名のうち 8 名が健康状態になった。（ネコリコ） 

 

＜松本市＞ 

 2022 年度の実証事業の参加者 93 名のうち、男性 24 名、女性 69 名である。年齢層

は 70 代～80 代の方が多い。（松本市） 

 2023 年 4 月の事業開始以降、11 月までに申し込みがあったのは女性 133 名、

男性 54 名である。通いの場の男女比は大体女性：男性が 8:2～9:1 のため、通

いの場には行かないがこの事業には興味がある男性が多い。（松本市） 

 松本市ではフレイルとされた 31 名のうち最終的には 27 名が健康と分析されるように

なった。実証事業の参加者のうち、2021 年度の通いの場に参加したことがない方は

73 名で、従来は状況の把握が難しかった高齢者との接点づくりに活用できた。（松本

市） 

 通いの場では圧倒的に女性が多いが、男性はAIに抵抗感が少ない傾向があるので

はないか。（松本市） 

 一般的なフレイルチェック上は元気だが、実は頑張りすぎてしばらくフレイルに近い

状態にいた方もいた。日常の変化についてもプライバシーを侵害しない範囲で、モニ

タリングのツールとしても利用いただける。（中部電力） 

 自治体の保健師から、一般的なフレイルのチェックリストは簡易的なため、その

ときの状況や気分、色々な事情で回答の正確性がぶれる時があるという話を聞

いたことがある。チェックリストで判断するよりも、実際にどのような生活をされて

いるかを見た方が、信憑性のある健康状態の把握につながるということを感じ

た。（厚生労働省） 

 昨年度 1 年間は地区を限定して実証事業を行い、今年度からは市の全域で事業化
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した。（ネコリコ） 

 2022 年度の松本市の実証事業では、フレイル判定された後のフォローの仕方や、自

治体への情報提供の頻度等について、ある程度仮説を持って実証に取組んだ。（ネ

コリコ） 

 

対象者像（年齢、世帯人数、家族との同居・別居 等） 

 東員町では 65 歳以上の高齢者、松本市では 75 歳以上の後期高齢者が対象となっ

た。要支援、要介護認定を受けた方を対象に含めるかどうかは自治体ごとの判断と

なり、現在利用いただいている自治体ではいずれも対象外としている。（ネコリコ） 

 一人暮らしの方に比べ、同居されている方がいると電気の使い方の解析が難しくな

ること、また、一人暮らしの方は社会参画が少なく、食事を簡易なもので済ましてしま

うことが多く、フレイルになりやすいことから、一人暮らしの方にサービスを提供して

いる。（ネコリコ） 

 

対象者やその家族への効果等 

 フレイルと判定された方に地区担当保健師や地域包括支援センターの職員が訪問

に行く中で、本人がフレイル判定の原因（散歩の機会が減った、夏や冬に運動しなく

なった）を自覚できる人に対しては、効果を感じている。散歩の声掛けをすることや、

デイサービス利用を希望するもののフレイルのチェックリスト上では元気な方は、病

院のフレイル外来や、機能訓練、フレイル予防教室につなげて、畑仕事ができるよう

になり健康に戻られた例がある。一方、本人は特に生活スタイルの変化がなく、フレ

イル判定の原因を自覚できない人への対応は課題である。（松本市） 

 

 

 自治体や地域包括支援センターと民間企業との連携事例 
 

連携した市町村担当部局、地域包括支援センター等、社会福祉協議会と連携内容  

（各者の役割分担、費用負担） 

 2023 年 4 月より、中部電力株式会社がサービス提供を行っている。（ネコリコ） 

 合同会社ネコリコがシステム開発と運用サポートを行っている。（ネコリコ） 

 高齢者の参加者の募集、フレイルリスクが高い方の状態の確認やプログラムの提

供、参加者のシステムへの登録は自治体が行っている。（ネコリコ） 

 対象者の情報は、健康づくり課・高齢福祉課・保険課の職員と、各地区の担当保健

師及び、担当地区を管轄する地域包括支援センター職員が必要な範囲のみ閲覧可

能である。松本市の地域包括支援センターは全て委託だが、地域包括支援センター

も協力して行っている。（松本市） 

 高齢者の方がフレイルと判定されたときに、健康づくり課の地区担当保健師と地域

包括支援センターの職員が訪問・状態を確認し通いの場やフレイル外来をすすめ、

必要であれば介護保険のサービスにつなげている。（松本市） 

 訪問に家族が同席することもあるが、遠方のことが多いので、基本的には本人への
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フィードバックになっている。別居家族から本人の認知面が心配で、介護保険につな

げるきっかけ作りのアプローチとして事業の申し込みがあった例がある。（松本市） 

 システムで対象者を選出し、ハイリスク者に対するアウトリーチの後、個別プログラム

や通いの場といったポピュレーションアプローチにつなぐという一連の流れが事業に

なる。そのため、自治体への周辺業務の提案も行っている。（ネコリコ） 

 

自治体に応じたサービス仕様の調整 等 

 実証事業をする中で、本人に見せることができる紙の出力が必要だという話があり、

印刷できる機能を追加する等配慮している。（ネコリコ） 

 フレイルの方を見つけた後の、管理画面の対応方針は、自治体の方で自由に決めら

れる。松本市の方では、最初にフレイルが検知された方のハガキの送付の委託も受

けており、対象の方の「ハガキの送付」や「地区担当保健師と地域包括支援センター

の職員の訪問のスケジュール調整」といった指示が管理画面で出る。（ネコリコ） 

 クラウドサービスとして提供する中で、適宜機能を追加している。今後他の自治体の

参加が増えて、機能について意見があれば、機能を拡充していくことも考えている。

（ネコリコ） 

 

個人の状況に応じた仕様の調整等 

 特になし 

 

 

 自治体及び地域包括支援センターと（民間企業と）の連携までの流れ 
 

連携までの流れ・頻度について 

 対象年齢の決定や、市町村内の民生委員や地域包括支援センターといった関係者

への説明、協力体制の構築、高齢者の参加者募集という手順を踏まえると、準備に

は 2～3 か月ぐらいかかる。実際に自治体の検討に入って参加している。（ネコリコ） 

 松本市とは、前年度の 1 月～2 月から打ち合わせを開始し、4 月に報道で募集を開

始し、5 月から実証を開始した。実証開始前～現在まで週 1 回～月 1 回程度で打ち

合わせをしている。松本市と東員町には初期から利用があるため、サービス向上の

ために頻度は高めにやり取りさせてもらっている。（ネコリコ） 

 鳥羽市とシステム導入期には、2 週間に 1 回～月 1 回程度打ち合わせをした。人口

2 万人の中の 1 エリアでの実証のため比較的小規模であり、2～3 か月で導入を進

めている。（中部電力） 

 このサービスは全国で提供が可能であり、中部エリアから離れたところでもサービス

の説明ができるよう、説明は基本 WEB ベースで進めている。他の部署の方に説明

が必要な際は、対面の説明会にもうかがう。（中部電力） 
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 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携を進めるメリット 
 

民間企業のメリット・効果 

 コミュニティサポートインフラに関する新規サービスを、医療・介護・交通といった様々

な分野で自治体・住民に提供できないか、模索している。CSR という観点も大事なポ

イントではあるが、やはり継続的に提供しようと思うと、ビジネスとしての観点も非常

に重要な要素になってくる。人口減少の中で、事業性の観点からもひとつの挑戦とし

て取組みを進めている。（中部電力） 

 電力データの利用についてはまだ制限が多いが、住民の人が簡単かつ安心して利

用できるように努力している。今のところ、住民のプライバシー面の拒否感はほとん

どないと感じている。（中部電力） 

 

自治体のメリット・効果 

 民間企業の提供サービスを通じて、従来の健診や通いの場等では自治体から接点

を持ちづらい高齢者への働きかけがしやすくなる。（松本市） 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携上生じた課題と解決策 
 

個人情報の取扱い 

 中部電力は、経済産業省の認定協会である一般社団法人電力データ管理協会の利

用会員として登録しており、電力データ管理協会が送配電業者から受け取ったデー

タを利用している。従来は電気事業法の制約があり、電力データは電力の売買にし

か使えなかったが、電気事業法 37 条の改正があり、昨年度から契約者本人の同意

のもと、電気事業以外の医療サービス等に使うことが可能になった。（中部電力） 

 個人情報の取扱いについては、特段問題ないと認識している。そもそも、一人暮らし

という情報が大切な個人情報であると考える。（松本市） 

 

自治体連携で生じた課題と解決方法 

 登録の手続きをするにあたり、申請書や本人確認のプロセスがハードルになってい

る。専門職や民生委員に事業の仕組みやフレイルについて理解を得るようにしてい

る。（松本市） 

 市の 3 課（健康づくり課・高齢福祉課・保険課）、地域包括支援センターの職員、民生

委員といった地域で関わっている人たちへの理解を得るのが難しい点である。高齢

者や市民全体にフレイルという概念を理解してもらうのも課題のひとつである。（松本

市） 
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 地方自治体等への導入にあたって使用した補助金、交付金 
 

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業という名称で、後期高齢者医療特

別会計で予算をつけている。後期高齢者広域連合から委託を受けて、10/10 の補助

事業となっている。また、高齢者の介護予防の対象者の把握という意味もあるため、

事業費の一部は、介護保険特別会計・一般介護予防事業・介護予防対象者把握事

業費としている。（松本市） 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと連携を推進・成功させる上での留意点 
 

工夫している点 

 実証事業の頃から、単純にフレイルの人を発見するツールの提供だけではなく、自

治体内の情報連携の方策やツールを使う上での周辺の業務等についても一緒に検

討を進めている。（ネコリコ） 

 保健センターや地域包括支援センターの職員が使う中で、画面の見せ方や職員へ

の指示の流れについても一緒に考えた。（ネコリコ） 

 2022 年度の実証ではまず Excel のシートでやり取りするところから始めており、その

とき得られた要素を管理画面に反映させた。（中部電力） 

 

 

 今後の展望 
 

他自治体（他の民間企業）との連携 

 中部電力のエリア外の自治体とも連携を考えている。（ネコリコ） 

 

見守りサービス（見守り事業）の更なる発展 

 フレイルの方を見つけた後に、どのようなアプローチをとっていくのかはまだ模索中

である。（松本市） 

 当初から、本事業は「フレイル予防」であり、「見守り」ではないということで進めてい

る。民生委員等の対面の見守りが一番効果的であると感じているが、今後見守る側

の人材が少なくなり、高齢者が増える中で、大勢の方がこの事業に参加することによ

って、必要な人に対して優先的に支援ができるようになり、将来的には、効率的に高

齢者を見守っていくシステムになるのではないかと感じている。ただ、まだまだ参加

者が少ないことや、フレイルの方の発見の精度は改善の余地があるが、期待はあ

る。（松本市） 

 

＜その他（自治体・地域包括支援センターからの事前ヒアリングで聞いた課題）＞ 
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 フレイルは早期に発見して対処すれば、健康な状態に戻れると言われているが、早

期発見が難しい。（ネコリコ） 

 例えば、後期高齢者の方に検診で質問票を渡すことがあるが、質問票の配布が年

に 1 回だと 1 年の中で急に悪化している方もおり、より細かく把握したいというニーズ

がある。（ネコリコ） 

 地域包括支援センターに相談に来る方は、相談の時点で既に状態が悪くなっている

方が多い。（ネコリコ） 
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２－４－３．日本郵便株式会社 

 

ヒアリング日時 2024 年 1 月 11 日（木） 10 時 00 分～11 時 00 分 

ヒアリング参加者 日本郵便株式会社 地方創生推進部、北海道支社 

平取町 

平取町社会福祉協議会 

 

 ヒアリング参加企業の概要 
 

基本情報 

 日本郵便株式会社は、日本国内で郵便事業を取扱う特殊会社であり、郵便の業務、

銀行窓口業務、保険窓口業務及び地方公共団体事務の受託等地域住民の利便の

増進に貢献する業務を行う。 

 全国で営業中の郵便局数は 23,597 局である（2023 年 11 月末時点）。 

 2022 年 1 月から地方自治体向けの新サービスとして「スマートスピーカーを活用した

郵便局のみまもりサービス」を開始した。 

 

 

 高齢者見守りサービスの概要 
 

サービスの内容（基本機能、デバイスの仕様、記録方法 等） 

○郵便局のみまもりサービス 

【みまもり訪問サービス】 

 月に 1 回郵便局員が高齢者宅を直接訪問する。センサー機器だけでは分からない

顔色の良し悪し、会話の受け答え、自宅の状態、等些細な変化に気づけることが特

徴である。（日本郵便） 

 訪問の際に生活状況確認項目（10 項目）を確認、その際の様子を写真付きの報告

書で、報告先にメールまたは郵便で送る。（日本郵便） 

 個人利用の場合、料金は月額税込2,500円である。行政受託として契約することも可

能であり、延べ 31 団体の地方自治体・社会福祉協議会で契約実績がある。（日本郵

便） 

 また、訪問と報告だけではなく、追加料金なしで利用できる以下の付帯サービスもつ

いている。（日本郵便） 

 みまもり保険 

ケガをして入院された場合に保険金が支払われる入院補償 

日額 3,000 円×入院日数（最大 30 日）の保険金が支払われる。 

 24 時間の医療相談窓口「メディカルアシスト」 

体調が悪いが、救急車を呼ぶのはためらわれる時に、24 時間気軽に医療相談
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が可能となっている。（ケアマネージャー等への相談件数の減少が期待され

る。） 

 介護に関する相談窓口「介護アシスト」 

介護サービス等を優待条件で紹介する。（ケアマネージャー等への相談件数の

減少が期待される。） 

 お困りごとの相談「デイリーサポート」 

法律・税務・社会保険に関する相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情

報を提供。 

 

【みまもり電話サービス】 

 月 1 回の訪問頻度では不安な方や、毎日の健康状態を確認したい方に向けたサー

ビスである。毎日、指定された時間に電話（自動音声）がかかり、高齢者に案内に従

って決まった番号を押してもらう。未応答の場合は、1時間以内に再度電話し、2回連

続で未応答の場合には、不在結果をメールで連絡する。（日本郵便） 

 案内にない番号を頻繁に押されるようになった、電話には出るが番号が押されなくな

った等、変化に気づくことが可能である。（日本郵便） 

 料金は固定電話で月額税込 1,070 円、携帯電話で月額税込 1,280 円である。（日本

郵便） 

 

【駆けつけサービス（オプションサービス）】 

 もしもの時に、家族からの要請に応じて、警備会社が 20～30 分以内で駆けつけるサ

ービスと、事前に専用の機器を利用者へ渡し、利用者の操作により駆けつけるサー

ビスのふたつのプランがある。（日本郵便） 

 従来の警備会社の機器を設置するサービスと比べて、家族からの要請で駆けつける

ため、安価にサービスを提供している。料金は月額税込 880 円（駆けつけの際は別

途料金）である。（日本郵便） 

 

○スマートスピーカーを活用した郵便局のみまもりサービス 

【サービスの概要】 

 これまで取組んできた訪問や電話のみまもりサービスに加えて、ICT を活用した双方

向でコミュニケーションが取れるみまもりサービスを検討し、2022 年 1 月から提供開

始した。2023 年 12 月末時点で、延べ 17 の地方自治体に実証または導入されてい

る。（日本郵便） 

 画面がついているスマートスピーカー（Amazon Echo Show）が、利用者の生活リズム

に合わせて決めた時間になると日本郵便の見守りアプリケーションを自動で起動し

て、生活状況（体調・服薬等）の確認、地方自治体のお知らせ配信等が可能になる。

（日本郵便） 

 家族と高齢者本人との間では、家族が LINE の友だち登録をすることで、LINE を通じ

たメッセージや写真のやり取りや、Alexa アプリを通じてビデオ通話が可能である。

（日本郵便） 

 郵便局は機器の設置や問合せ対応、不具合があった際の現地でのサポートを行っ

ている。みまもり訪問サービスと組み合わせて利用している地方自治体もあり、月に
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1 回の訪問の際にスマートスピーカーに関するフォローや対面での見守り等を行って

いる。（日本郵便） 

 基本の質問としては、体調確認（朝）、睡眠の状況の確認（朝）、服薬の確認（朝・昼・

夜のうち薬を飲まれている時間のみ設定）、食事（夕方～夜）がある。音声認識の“ま

ぎれ”を防ぐため、基本の質問については、長い回答ではなく、「はい」と「いいえ」で

回答する。オプションで血圧の数値等を音声で回答することも可能である。（日本郵

便） 

 地方自治体は、PC、タブレット、スマートフォンを利用して、WEB サイト（管理画面）上

から利用者の体調を一覧で確認できる。また、防災無線よりも聞き取りやすく、広報

紙と比べてタイムリーに利用者への情報発信を行える。（日本郵便） 

 

【平取町での導入事例】 

 スマートスピーカーの中の郵便局のぽすくまの見守りのシステムを利用して、高齢者

の生活状況の確認を行っている。具体的には、体調確認（朝・夜）、睡眠の状況の確

認（朝）、服薬の確認（朝・昼・夜のうち飲まれている時間のみ個別に設定）、食事

（朝・昼・夜）等について確認している。 

 見守る側、見守られる側の ICT 上でのコミュニケーションや、災害時をはじめとする

緊急時の活用を通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことを目指して

いる。（平取町社会福祉協議会） 

 行事を知らせるための機能としてお知らせ通知機能を活用し、平取町イベントのチラ

シの配信や、週に 2 回のゴミの日の前日にお知らせをしている。（平取町社会福祉協

議会） 

 

対象者像（年齢、世帯人数、家族との同居・別居 等） 

○スマートスピーカーを活用したみまもりサービス 

 75 歳以上の在宅の一人暮らし高齢者にスマートスピーカーを貸与している。利用者

の平均年齢は 83 歳、最高 94 歳となっている。（平取町社会福祉協議会） 

 平取町の人口 4,400 名のうち、30 名に利用してもらっている。町として対象者の条件

は 75 歳以上の独居の方のみとして、民生委員に各地域で普段から接していて見守

りが必要な方を選定して、民生・児童委員協議会でリストアップしてもらった。また、

利用を打診したものの、断られた方がいたので、一部社会福祉協議会から声掛けし

た方もいた。（平取町社会福祉協議会） 

 機器の台数（30 台）の制約があるので、町の広報紙では知らせていなかった。その

後、新聞等での報道があったが、高齢者本人からの申出は断っている。現状見守り

の仕組みをある程度定着させることを優先しており、台数を増やすと社会福祉協議

会に緊急時対応の負荷がかかるので、当面台数を増やすことは考えていない。今年

度 6月の導入から半年経ち、利用者・民生委員を対象としたアンケート調査の結果で

見えてきた課題を整理した上で、今後の台数については検討していきたいと考えて

いる。（平取町） 

 今のところ、スマートスピーカーを活用したみまもりサービスの代替サービスはない

ので、利用者が要介護状態になった場合は、地域包括支援センターの職員が入って

介護認定を行い、必要な介護サービスにつなげる形になる。元気な方と介護サービ
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スを利用する方の狭間にいる方を主な対象としている。（平取町） 

 日本郵便としては、一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯及び障がいをお持ちの方等

をサービスの主な対象者として考えている。（日本郵便） 

 スマホ等デジタル機器を持っていない高齢者でも、スマートスピーカーから話しかけ

られる声に従って、音声で回答するだけであるため、他の操作が必要な機器類（タブ

レット等）と比較すると高齢者との親和性が高いと感じている。（日本郵便） 

 

○郵便局のみまもりサービス 

 一人暮らしの高齢者で身近に相談相手がいない方、頻繁に帰省できない家族を対

象としている。（日本郵便） 

 「人づきあいを通じた会話が認知症予防にも効果がある」との研究結果も報告されて

いることから、訪問サービスは、認知症予防や、介護の必要性を事前に察知するた

めに有効なのではないかと考えている。介護が必要な状態になってから利用するよ

りも、健康で元気なうちから利用してもらって、体調の変化に気づけることが望ましい

ものの、高齢者本人にはまだまだ見守りは必要な状態ではないという反応をされるこ

とが多く、なかなか難しい。利用者の平均年齢は 84 歳である。（日本郵便） 

 訪問サービスは、こども世代の契約が多いのではないかと考えていたが、契約者の

割合は本人が 35％、こどもが 47％で約半々であり、地方自治体・法人は 4％、兄弟

姉妹・孫は 4％である。（日本郵便） 

 個人ではなく自治体を契約者とする行政受託契約の場合、身寄りのない高齢者の様

子を地方自治体の担当者へ情報を伝えて異変察知につなげることも可能。民生委

員等による見守りが行き届いていない地域の代替手段としてご利用いただいてい

る。（日本郵便） 

 個人を契約者とする場合でも、（事前に契約者と地方自治体とで調整いただくことが

前提だが、）地方自治体を報告先に登録することは可能。(日本郵便) 

 

対象者やその家族への効果等 

○スマートスピーカーを活用したみまもりサービス 

 利用者へのアンケート調査では、8 割くらいの方は機械を設置したことで安心感が増

えたと回答しており、手ごたえを感じている。残りの 2 割の方の中でも、利用者からは

「まだまだ自分自身は元気なので要らないかなと思っているが、家族が安心している

ので続けると思う」という声をもらっている。（平取町社会福祉協議会） 

 体調不良を早期発見し、病気が発覚して入院後、在宅に戻られたケースが 3 件あ

る。（平取町社会福祉協議会） 

 

○郵便局のみまもりサービス 

 コロナ禍で周囲とのコミュニケーションが減ったことから、訪問を楽しみにしてくれてい

る方もいる。（日本郵便） 
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 地方自治体や社会福祉協議会と民間企業との連携事例 
 

連携した市町村担当部局、地域包括支援センター等、社会福祉協議会と連携内容  

（各者の役割分担、費用負担） 

○平取町 

 スマートスピーカーを活用した見守りにあたっては、平取町社会福祉協議会・平取町

保健福祉課、民生委員で連携している。また、介護支援ボランティアに登録している

方（85 名）の中で、希望される 9 名の方の協力を得て、月に 1 回 10 分程度ビデオ通

話サービスを行っている。利用者との会話の中で、生活の困りごとや健康状態を確

認し、時には一人暮らしの寂しさを傾聴している。（平取町社会福祉協議会） 

 介護支援ボランティアの見守り活動はスマートスピーカーがきっかけとなった。介

護支援ボランティアは全体の登録数は 85 名いるが、ビデオ通話サービスの他に

は、町内には高齢者の交流サロン（運動やお話の場）が 11 箇所あり、交流サロ

ンの活動の手伝いや、社会福祉協議会のイベント（ふれあい広場）、町内の福祉

施設の手伝い等を以前から担ってもらっている。（平取町） 

 生活状況の回答結果については、町と社会福祉協議会の職員が毎日出勤時と退勤

時に確認している。見守りの訪問については社会福祉協議会に委託を行っており、

生活状況の確認の中で気づきがあれば社会福祉協議会の職員が電話をかけ、24時

間生活状況の応答がない場合や2日連続体調確認で「いいえ」を選択した場合は、

社会福祉協議会の職員が速やかに訪問を行っている。（平取町） 

 生活状況の回答結果については、民生委員や家族も確認できるようになっている。

緊急時のマニュアルを整備しており、緊急時は社会福祉協議会または町に連絡が来

るようになっている。（平取町） 

 スマートスピーカーの操作が分からない場合は、社会福祉協議会に電話してもらって

いる。何回か電話では確認できないことがあり、訪問して対応することはあった。大

体インターネットの環境の問題であり、大きなトラブルはない。（平取町社会福祉協議

会） 

 利用者には、Wi-Fi の利用料として、月額 500 円支払ってもらっている。（平取町） 

 

○他の地方自治体でのスマートスピーカーを活用したみまもりサービス 

 地方自治体毎に、高齢福祉課（地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護支援

ボランティア、民生委員、通所型サービス C 事業所）や情報政策課等を窓口として連

携している。（日本郵便） 

 日本郵便は、機器・アプリケーションの初期設定・運用・保守、機器設置・撤去、問い

合わせ窓口、地方自治体に応じたサービス仕様の調整、機能開発等を担当してお

り、地方自治体には利用者募集（選定）、利用者・家族への説明等を担当してもらっ

ている。（日本郵便） 

 多くのケースでは、費用は地方自治体負担（補助金や交付金の活用）にて導入して

おり、一部、利用者からの料金負担を導入している地方自治体がある。（日本郵便） 

 

○みまもり訪問サービス 

 行政受託で契約する場合は、地方自治体側で申し込みの受付や、サービスの利用
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規約の同意を行ってもらい、弊社側の方に利用者情報を連携してもらう。（日本郵

便） 

 費用の支払いは地方自治体に一括で請求する。行政受託割引があり、利用者 1 人

当たり月額税込 2,200 円で提供している。個人向け（月額税込 2,500 円）より安価で

ある。（日本郵便） 

 

自治体に応じたサービス仕様の調整 等 

 スマートスピーカーの質問は、カスタマイズができるようにしている。基本の質問に加

えて、血圧、体重、歩数、活動時間等を地方自治体ごとに設定することができる。体

重や活動量の急激な減少がないか早期発見し、介護予防につなげている自治体も

ある。（日本郵便） 

 みまもり訪問サービスについて、自治体から、利用者 1 人当たりの費用を月額税込

2,000 円にしてほしいという要望があった際は、付帯サービスを削って調整した実績

がある。（日本郵便） 

 

個人の状況に応じた仕様の調整等 

 スマートスピーカーの服薬の質問は、服薬状況により個人ごとに時間を設定すること

ができる。事前に地方自治体が参加の意向を訪問で確認する際に服薬についても

確認し、日本郵便にて個別に登録する。（日本郵便） 

 

 

 地方自治体及び社会福祉協議会と（民間企業と）の連携までの流れ 
 

連携までの流れ・頻度について 

○平取町 

 町で 2021 年 9 月に 75 歳以上の独居の方にアンケートを取り、孤立感・コミュニケー

ション不足や閉じこもり傾向が明らかになった。コロナ禍で民生委員や介護支援ボラ

ンティアの活動が極端にできなくなったことをきっかけに、2022 年 8 月～9 月で実証

事業を行った。（平取町） 

 コロナ前の町の見守りは、配食サービスや緊急通報システムがあった。地域包括支

援センターでは、75 歳以上で介護保険サービスを利用していない方向けの訪問調査

や、民生委員の訪問状況の確認等を行っていた。（平取町） 

 

○日本郵便 

 地方自治体を担当する郵便局と支社による提案活動を実施しており、支社において

は、首長・地方自治体内担当部署への DM 発送、アンケートによりアプローチを行っ

ている。（日本郵便） 

 それ以外にも、日本郵便では地方創生の取組みとして、地方自治体からの行政事務

受託も行っており、それらのサービスの提案の中で、高齢者の見守りサービスも案内

していることから、最初は地方自治体の総合政策課に日本郵便の地方創生への取
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組みを紹介し、地方自治体の中で横展開してもらい、高齢福祉の主管課の方にサー

ビスを知ってもらうという流れもある。（日本郵便） 

 みまもり訪問サービスについては、民生委員の担い手不足で、サービスが行き届い

ていない地域に利用してもらっているケースもある。また、報告先を地域包括支援セ

ンターに設定することで、その後の声掛け等のフォローアップが可能になり、子世代

と連携できるようになったとの声がある。（日本郵便） 

 

 

 地方自治体・社会福祉協議会と（民間企業と）の連携を進めるメリット 
 

民間企業のメリット・効果 

 リアル（郵便局による現地フォロー）とオンラインの融合による支援が可能になる。

（日本郵便） 

 全国に 2 万局以上ある拠点や社員のリソースを活用した、社会貢献としての側面が

ある。（日本郵便） 

 

自治体のメリット・効果 

 従来から配食サービス等はあるが、一人暮らしの高齢者の見守りに対象を絞ったサ

ービスの提供ができることについて、前向きな声をもらっている。また、従来の要員

配置に比べて、見守り事業について費用削減につながったとの声をもらっている。

（日本郵便） 

 郵便局は全国にあまねく存在していることから、サービス提供エリアに限定がないこ

とも特長。（日本郵便） 

 また、地方自治体の高齢者支援に関する業務負担軽減（生活状況確認結果の一覧

化、情報発信方法の多角化）や高齢者の孤立防止が考えられる。（日本郵便） 

 スマートスピーカーを活用したサービスを通じて、民生委員と連携することが多くなっ

たので、民生委員を経由した地域包括支援センターへの相談件数が増えている。町

内の年間の相談件数 500 件のうち、民生委員からの相談は 10 件程度だったが、件

数が伸びており、早い段階で高齢者に必要な支援を提供できている。（平取町） 

 2 日間の体調不良や 24 時間応答がない場合のお知らせへの対応については、社会

福祉協議会に業務委託をしているので、その分町や地域包括支援センターの負担

軽減になっている。現時点で感じているメリットとしては、負担軽減よりも関係機関

（社会福祉協議会・民生児童委員）の連携の強化である。（平取町） 

 

 

 自治体・社会福祉協議会と（民間企業と）の連携上生じた課題と解決策 
 

個人情報の取扱い 

 みまもり訪問サービスの報告書の共有先については、親子間であっても高齢者本人

に日本郵便の訪問担当局が同意を取る。（日本郵便） 
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 行政受託の場合は、事前に自治体の方経由で、高齢者本人にサービスの利用規約

の同意を得ている。（日本郵便） 

 

自治体連携で生じた課題と解決方法 

 利用者の言葉を細かく聞くようにしており、町・社会福祉協議会・民生委員のネットワ

ークで見守っているため、課題は特に感じていない。（平取町社会福祉協議会） 

 利用を始める際に、対象者の方には、町や社会福祉協議会で一人ひとり説明した。

自宅には入れてもらえたが、平均年齢が 80 歳を超えているので、スマートフォンを使

っている方は数名で、スマートスピーカーを見せても拒否反応を示す方や、元気であ

る・ご近所付き合いがあるので不要であると断られる方はいた。説明だけで 1 時間か

かった。（平取町社会福祉協議会） 

 実際に導入した後は、利用者の皆さんからはスマートスピーカーの機能や見守りの

仕組みについて理解してもらっている。（平取町社会福祉協議会） 

 認知症により操作が難しくなった事例は今のところない。利用開始時に認知症を患っ

ていたら、機械の導入は難しいと思う。ただある程度元気な段階から使っていて、使

い慣れていれば、症状が進んでも大丈夫だと思う。（平取町社会福祉協議会） 

 みまもり訪問サービスについては、地域の郵便局員が訪問（1局あたり3件～5件程

度）をしているが、今後申し込み件数が増えた場合の対応は課題である。（日本郵

便） 

 

 

 地方自治体等への導入にあたって使用した補助金、交付金 
 

 一般的に、地方創生交付金やデジタル田園都市国家構想交付金を活用してもらって

いる。他、保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力支援交付金、県の中

山間地域介護サービス確保対策事業、公益財団法人地域社会振興財団の人生 100

年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金を活用してもらっている。（日本郵便） 

 町としては、介護会計の中の保険者機能強化推進交付金を高齢者の予防と健康づ

くりに資する取組みとして一般会計に充当し利用していた。今年度からは、ICT 機器

に関する費用や、社会福祉協議会の委託費については、介護保険の地域支援事業

の高齢者の把握事業として予算措置をしている。（平取町） 

 

 

 地方自治体・社会福祉協議会と連携を推進・成功させる上での留意点 
 

工夫している点 

 スマートスピーカー及びスマートスピーカーを活用した郵便局のみまもりサービスに

ついて、サービスの理解を得ること、既存のシステムとの連携を含め、複数の用途に

活用できる汎用性のあるサービスであることを理解してもらうことを留意している。

（日本郵便） 
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 複数部署にわたる施策の場合、それぞれの部署に対しても丁寧な説明を行い、また

打合せは両者ともに行うことで、連携を深めることも留意している。（日本郵便） 

 

 

 今後の展望 
 

他の地方自治体（他の民間企業）との連携 

 郵便局にはみまもりサービスの宣伝のポスターを貼っているが、広告は打っていな

いため、サービスの認知度が課題である。地方自治体や地域包括支援センターの方

に事業を知ってもらい、他の地方自治体でも役に立てればと考えている。（日本郵

便） 

 

見守りサービス（見守り事業）の更なる発展 

 地域ごとに既存のシステムやサービスと自動連携させて、活用・使途の幅を広げて

いくことを展望している。（日本郵便） 

 高齢者見守りに加えて、防災、情報発信、介護予防や健康増進への活用事例を増

やしていくことも考えている。（日本郵便） 

 スマートスピーカーを活用したみまもりサービスについては、個人向けのサービス提

供を検討し、個人負担にて利用してもらえるようなスキームを検討している。（日本郵

便） 
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２－４－４．合同会社ネコリコ 

 

ヒアリング日時 2023 年 11 月 27 日（月） 10 時 00 分～11 時 00 分 

ヒアリング参加者 合同会社ネコリコ 

 

 ヒアリング参加企業の概要 
 

基本情報 

 合同会社ネコリコは、2018 年 4 月に設立した会社である。 

 2020 年度から見守りサービスを主軸とし、同年 4 月に独居ケアアシスタントを開始し

た。 

 他の見守り関連サービスとしては、自治体、不動産管理会社向け「独居ケアアシスタ

ント」の個人向け版「まもりこ」、コミュニケーションロボット「BOCCO emo LTE モデル」

がラインナップとしてある。 

 緊急通報システムの後継及び緊急通報を導入できないあるいはサービス対象外の

方に対して、独居ケアアシスタントをはじめ、「まもりこ」や「BOCCO emo LTE モデル」

を提案・提供している。 

 

 

 高齢者見守りサービスの概要 
 

サービスの内容（基本機能、デバイスの仕様、記録方法 等） 

 独居ケアアシスタントは、見守りセンサー（名刺より小さい程度のサイズ）を冷蔵庫に

設置し、一定時間開閉がなければ、異常通知が届くシステムである。異常通知がコ

ールセンターに届き、通知を受けとったコールセンターは高齢者宅に電話連絡し、安

否確認を行う仕組みとなっている。状況が確認できれば終了、連絡が取れない場合

は、あらかじめ登録した家族や協力者等にコールセンターから電話を入れ、現地で

安否確認を行う流れである。 

 「異常」の対象者や人数、冷蔵庫開閉の状況等の把握は、管理パネルで行うことが

できる。通常はコールセンターが確認を行うが、自治体の職員も閲覧が可能である。

検知履歴やイベント履歴等のデータはダウンロードでき、データの利活用が可能であ

る。 

 異常の判定は、8 時、14 時の一日 2 回行い、異常があったときのみコールセンター

に異常メールが配信される。8 時の判定の際には、1 時間前の 7 時までの開閉の検

知時間の記録をもとに 24 時間（前日 7 時～当日 7 時）以上一度も開閉がない場合

には異常と判断し、8 時にコールセンターへ異常通知が届く。14 時には、1 時間前の

13 時までの検知記録をもとに、12 時間(当日１時～13 時)の間に一度も冷蔵庫の開
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閉がなければ異常と判断する。 

 見守りセンサーには SIM（通信機能）が内蔵されているため、Wi-Fi 等は不要で、ドコ

モの LTE エリア内であればどこでも使用可能である。バッテリーは内蔵されていない

ため、充電や電池交換等も不要であり、コンセントにつなげばすぐに使用することが

できる。高齢者宅にはネット環境がないことが多いことや、設定等の煩わしさを省く目

的で、このような仕様とした。 

 緊急通報システムは緊急時にボタン等を押す等、自ら操作する必要があるが、独居

ケアアシスタントは特別な操作は不要で、普段通りの生活の中で、何かあった際に

はコールセンターに情報が届く。また、専門業者が必要な工事等も不要である。NTT

の固定回線が必要な緊急通報システムに比べ、ドコモの LTE環境さえあれば良い点

も利用しやすい点のひとつである。 

 取り付けは、冷蔵庫の側面、上面等、冷蔵庫開閉の振動を感知しやすい場所に両面

テープで付けてもらう形である。 

 実際のところ、振動を検知できれば冷蔵庫以外の場所に付けても良い。自治体

で実証試験した際に、トイレの扉や浴室の扉にもセンサーを付けたことがある

が、トイレの扉が開けっ放しであったり、毎日風呂に入らなかったりするケースも

見受けられた。そのため、毎日動かす、触るものに取り付ける必要があること、

近くにコンセントがある等の理由から冷蔵庫を推奨している。 

 

導入事例 

 自治体は緊急通報システムに変わる次世代の高齢者見守りシステムの導入が急務

であることに加え、独居世帯の安否確認をどのようにすれば円滑に進められるかが

課題であった。 

 愛知県瀬戸市では、「もーやっこサポート」という事業名で、2020 年 10 月から独居ケ

アアシスタントを導入している。同市では、従来、緊急通報システムを利用しており、

その次世代のシステムとして、また、ケアマネジャーや高齢者をサポートする地域包

括支援センターの方々の安否確認作業の負担を軽減することも期待できることか

ら、採用してもらうこととなった。 

 昨年度には三重県桑名市、岐阜県岐阜市、広島県福山市に導入してもらい、今年度

は九州エリアにも導入が拡大している。 

 緊急通報システムの運用費用に比べ、独居ケアアシスタントは安価で始められるこ

ともメリットのひとつである。 

 

対象者像（年齢、世帯人数、家族との同居・別居 等） 

 対象者は自治体の募集要項によって異なる。70 歳以上の独居高齢者、高齢者世帯

等の条件が設定されていることが多い。 

 対象者は、自治体が広報誌等で一般募集する他、市役所から地域包括支援センタ

ーや民生委員にサービス開始を周知し、見守りが必要と判断した方をご紹介してもら

うケースもある。 

 申し込みは基本的に高齢者が行う。まず高齢者にアプローチし、そこから家族に話

が行くケースが多い。 
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 自治体や地域包括支援センターと民間企業との連携事例 
 

連携した市町村担当部局、地域包括支援センター等、社会福祉協議会と連携内容  

（各者の役割分担、費用負担） 

＜契約形態等＞ 

 独居ケアシステム端末を合同会社ネコリコからコールセンター事業者に提供し、自治

体との業務委託契約はコールセンター事業者が直接行っている。 

 端末のレンタル契約や、月額利用料の口座引き落としの設定等、費用が発生する場

合の住民とのやり取りは、コールセンター事業者が行っている。 

 コールセンター事業者は、利用者に対する端末の貸与や、高齢者の名前・連絡先等

の登録作業、異常通知を受けた場合の安否確認、つながらない場合は緊急連絡先

に連絡し安否確認頂く、等の一連のサービスを提供している。緊急連絡先には、2～

3 名を登録してもらうが、誰とも連絡がつかない場合は自治体の職員に連絡し、現地

確認を依頼している。 

 

＜費用負担＞ 

 費用には初期費用、設置費用、月額利用料があり、自治体と住民の負担割合は自

治体により異なる。初期費用と設置費用は自治体、月額利用料は住民が負担するケ

ースもあれば、全額を自治体が負担するケースもある。 

 初期費用には、名前、緊急連絡先の番号等のシステム登録費用や、SIM 開通

のための登録作業等が含まれる。他方の月額利用料には、端末レンタル費用、

コールセンター費用、SIM の月額利用料等が含まれる。 

 

自治体に応じたサービス仕様の調整 等 

 異常判定の時間（8 時、14 時）と回数（1 日 2 回）は変更できない仕様のため、どの自

治体でも同じ運用で利用している。 

 

個人の状況に応じた仕様の調整等 

 1 日 2 回の判定ロジックは変更することはできない。各端末で時間が異なると、コー

ルセンター側の対応も困難になってしまうこともあり、固定した仕様になっている。 

 利用者がショートステイや旅行等で不在になる場合は、利用者からコールセンターに

連絡をしてもらうことにしており、システム上で通知を止めたりはしていない。コール

センターの連絡先も伝えているため、今のところ、きちんと連絡をもらっていると聞い

ている。高齢者が難しい場合、家族から連絡が来ることもあるようだ。 
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 自治体及び地域包括支援センターと（民間企業と）の連携経緯 
 

連携経緯、きっかけ 

 自治体担当者と話をする中で、見守りへの課題意識を持っていることが分かり、実証

試験を行う運びとなった。その中で、Wi-Fi の設定は手間がかかること、高齢者にとっ

てカメラはハードルが高いため、カメラ以外の方法で見守る方法はないか等を検討し

たところ、通信機能が内蔵されたデバイスと日常生活の中で使用するものを利用し

た見守りができないかと、開発を開始した。 

 また、自治体側の負担を少なくしたいとの声があり、コールセンターで一次対応を行

いながら、家族や近隣住民で見守る形式にブラッシュアップしていった。 

 自治体内の連携先は、高齢福祉課が中心である。地域包括支援センターの方とは、

緊急連絡先としてサポート可能な場合にのみ連携するケースがある。 

 連携するコールセンター事業者としては、四国・中国・東海エリアをカバーするシーモ

ス社、九州エリアは別の事業者と提携している。 

 提携しているコールセンター事業者のエリア外から、システム導入の問い合わせが

来た場合、その地域を担当する緊急通報システム事業者と調整することも可能であ

る。調整が難しい場合は、シーモス社にコールセンターのみをお願いし、窓口を自社

で担当することも可能である。 

 

連携のアプローチ先 

 自治体へのアプローチとしては、自治体向けの雑誌等に導入事例やサービス概要を

掲載し問い合わせをもらうことや、ダイレクトメールを郵送することもある。また、提携

するコールセンター事業者も緊急通報システムを通じて自治体と付き合いがあるた

め、提案・紹介をしてもらっている。合同会社ネコリコは中部電力グループであるた

め、高齢者見守りに対して課題感のある自治体があれば紹介してもらうこともある。 

 警察や消防等との連携はない。事前に自治体と消防署等の間で調整を行ってもら

い、コールセンターから直接、消防署へ連絡ができる場合もある。 

 

緊急連絡先について 

 緊急連絡先として、家族以外の方を協力員として登録するケースもある。承諾を得た

上で、近所の方や民生委員、地域包括支援センターを登録している。 

 独居ケアアシスタントの場合、緊急通報システムと異なり、夜中に連絡がくることがな

いという点で負担感が軽減される。土日含めても 1 日 2 回であるため、夜中に連絡

が来ないのは助かるという意見も聞く。 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携を進めるメリット 
 

 高齢者の増加がますます自治体の課題となる中で、その解決につながることができ

ればと思っている。そのため、自治体との連携は続けていきたい。 

 家族が見守る個人向けのみまもりサービス「まもりこ」を活用し、家族が見守る仕組
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みの拡大に向けて、自治体との連携を強化して行きたい。 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと（民間企業と）の連携上生じた課題と解決策 
 

個人情報の取扱い 

 個人情報の扱いは、自治体との契約内容に従う。 

 

自治体連携で生じた課題と解決方法 

 デバイスやシステムの開発を行ったが、自治体としてはハードだけを導入しても見守

りが難しい。緊急通報システムを提供するコールセンター事業者と連携し、安否確認

の一次対応ができたことで自治体への導入が進んだと考えている。ハード面だけで

なく、ソフト面も加え対応できたことがうまくいったポイント。 

 緊急通報システムにはNTTの固定回線がいる。固定回線がない方にも、見守り

サービスを提供できるという点で、差別化できている。 

 

 

 地方自治体等への導入にあたって使用した補助金、交付金 
 

 補助金ありきのサービスではなく、補助金については分からない 

 

 

 自治体・地域包括支援センターと連携を推進・成功させる上での留意点 
 

工夫している点 

 緊急通報システムは多くの自治体に導入されている。同システムとは、独居ケアシス

テムが機能面で大きく異なるところを理解してもらうことが大事である。 

 加えて、見守りに関わる人への負担軽減、予算削減等の自治体が抱える課題に対

し、本システムを導入することで課題が解決されるサービスであることを理解してもら

い、アプローチしている。 

 

 

 今後の展望 
 

他自治体（他の民間企業）との連携 

 緊急通報システムとともに、異なるアプローチで見守りを行うシステムとして、自治体

に導入してもらいたい。 
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 現在、高齢者が部屋を借りたくとも入居できないことが社会問題になっている。孤独

死等のリスクを軽減する見守りシステムとして、不動産管理会社等への導入を増や

していきたい。 

 

見守りサービス（見守り事業）の更なる発展 

＜「まもりこ」について＞ 

 個人向け見守りサービス「まもりこ」は、家族が見守りを行うサービスである。一定時

間冷蔵庫の開閉がない場合には、離れて暮らす家族のスマホアプリに通知が届く仕

組み。端末費用と月額利用料 550 円（税込）で始められ、月々の負担が少なく見守り

できるのが特徴である。 

 平時は家族が「まもりこ」を使って見守りを行い、異常時には自治体と連携できる仕

組みを構築することで、家族と地域が一体となった見守りを検討していきたい。 
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３．調査② 先進的な取組みを行う自治体・地域包括支援センター等へのヒアリング 
３－１ 目的 
○ 高齢者見守り活動について、先進的な市区町村・地域包括支援センターによる取

組み事例の詳細を把握し、同様の取組みの普及促進に必要な施策等を検討するた

めの基礎資料とした。 

○ 取組みの背景、体制、実施内容、実績、期待される効果等を把握することで、高

齢者見守り活動の実施を検討する自治体・地域包括支援センター等の参考となる

情報を得た。 

○ 特に、民間事業者含む既存の社会資源とのネットワークづくりの実態を把握する

ことで、新たに取組みを始める自治体・地域包括支援センター等にとってハード

ルを下げる、かつ、具体的な進め方のヒントになる参考情報を得た。 

 

３－２ 調査対象 

○ 委員推薦等にもとづき、高齢者見守り活動に関する先進的な取組みを行う市区町

村・地域包括支援センター等に対して調査依頼を行った。 

 

図表 ８ 調査②の対象となった自治体・地域包括支援センター等の概要 

自治体名・地域包括支

援センター名等 

高齢者見守り活動に関連する事業概要 

稲城市 ・温湿度センサー、センサー付き電球等の見守り用 ICT 機器等を

触媒として、見守られる人を核にした支援者のネットワークを

構築。 

・委託先の民間事業者と地域包括支援センターが直接連携し、利

用者に対してサービスを提案。 

おおた高齢者見守りネ

ットワーク（みま～も） 

（事務局：大田区地域

包括支援センター入新

井） 

・民間事業者・元気な高齢者を主体とした「みま～も」によるま

ちづくりを通じた見守りを実施。 

・地域包括支援センターは「つなぎ役」に徹し、重層的な高齢者

見守りネットワークを形成。 

・全国 12 自治体にのれん分けされ、それぞれの地域のまちづく

りに貢献。 

神戸市 ・民間の協力事業者（40 事業者）と連携し、速やかに地域包括支

援センターへ通報する体制を構築。 

・協力事業者から多く寄せられる質問を Q＆A 集としてまとめ、

各事業者と地域包括支援センターに配布。 

・年１回の協力事業者との連絡会では、グループワーク形式で意

見交換を実施。 

山梨市 ・地域課題解決のため、農業での活用を起点に導入した LPWA（Low 

Power Wide Area-network）を防災や高齢者見守りにも活用。 

・センサーを見守りが必要な高齢者宅に設置し、状況を数値で見

える化。 

・主導部署は総合政策課であり、現在まで介護保険課と連携して

事業を実施。 



  

47 
 

３－３ 質問項目 
○ 下記の質問項目に沿ってヒアリングを行った。 

 

図表 ９ 自治体・地域包括支援センター等向け質問項目 

１．高齢者見守り活動の背景 

 ・取組み開始以前の状況、課題認識 

・地域資源の状況 

・目標設定 等 

２．高齢者見守り活動を実施する体制 

 ・地域包括支援センターの役割 

・市区町村担当部局、社会福祉協議会、民生委員、民間事業者等との連携状況 等 

・見守りボランティア、高齢者の家族とのつながり方 

・地域包括支援センターは自治体にどのようなサポートを求めているのか 

（緊急時対応の初動や安定期を含めた、見守り活動のチャートや規定等） 

３．高齢者見守り活動を開始した経緯 

 ・きっかけ 

・構想時期、主導組織・部署、関与組織・部署 

・調整にあたって生じた課題・工夫 

・都道府県等から受けた支援 等 

４．高齢者見守り活動の内容 

 ・支援対象者像、支援内容 

・実施に関わる組織・部署、専門職、地域住民、既存事業との整理・連携 

・サービス提供によりもたらされている効果（高齢者・家族介護者への効果、 

地域包括支援センターの負担軽減） 等 

５．高齢者見守り活動の現状 

 
・取組みの実績、効果（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援センターの 

負担軽減） 

・困難事例へのアプローチ方法の変化 

・見守り活動で把握した異変情報等の取扱い 

・関係者からの意見 等 

６．民間事業者等と連携した施策を実施するにあたって重要視すること 

 （例） 

予算規模、サービス品質、手配・契約のしやすさ、公平性 

７．施策検討の流れ 

 予算確保→民間事業者情報収集（インターネット、業界紙、新聞等）→予算化、 

民間事業者等への契約までの流れ 

８．民間事業者等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること or 工夫して

いること 

 
・民間事業者等と関わる上で意識していること 

・民間事業者等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること 

（課題の例） 
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庁内調整、議会対応、予算確保、地域の関係者への説明、調整に係る人手不足 

９．今後に向けて 

 ・取組みにおける課題、今後の方針 等 

 

３－４ 調査結果 

○ 各自治体・地域包括支援センター等へのヒアリングによって得られた結果は下記の

通り。 
 
 
３－４－１．稲城市 

 

ヒアリング日時 2023 年 11 月 22 日（水） 15 時 30 分～17 時 

ヒアリング参加者 稲城市高齢福祉課 

地域包括支援センター ひらお 

地域包括支援センター エレガントもむら 

地域包括支援センター こうようだい 

 

 ヒアリング参加自治体の概要 
 

基本情報 

＜人口＞ 

合計 93,808 人、世帯数 42,844 世帯（2023 年 11 月１日時点） 

 

＜高齢化率＞ 

22.0％（2023 年 11 月１日時点） 

 

＜地域包括支援センター（括弧内は地域包括支援センターが管轄する地区）＞ 

市内 4 箇所。地域包括支援センターひらお（坂浜、平尾）、地域包括支援センターやのくち

（押立、矢野口）、地域包括支援センターエレガントもむら（大丸、東長沼、百村）、地域包括

支援センターこうようだい（向陽台、長峰、若葉台） 

 

 

 

＜稲城市（東京都）の場所＞ 
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実施事業 

＜稲城市在宅高齢者見守り電球サービス＞ 

 通信機能と一体の LED 電球を見守り対象の高齢者宅に取り付け、点灯消灯から高齢

者の活動を検知する。事業委託先はヤマト運輸株式会社。（稲城市高齢福祉課） 

 見守り電球が何らかの異常を検知すると、あらかじめ設定されている緊急通報先（家

族、稲城市高齢福祉課等）に通知が届く。緊急通報先から依頼があった場合、もしくは

異常検知から 24 時間経過した時点で、ヤマト運輸のスタッフが高齢者宅を訪問する。

（稲城市高齢福祉課） 

 稲城市高齢福祉課が緊急通報先になっている方に対しては土日の対応が難しいた

め、週明けの月曜日にいかに素早く対応するかが重要である。（稲城市高齢福祉課） 

 稲城市高齢福祉課や地域包括支援センターは、見守り対象の高齢者宅を直接訪問し

ない前提で連絡先となっているが、いざという時には訪問の上最終的な安否確認をす

ることとしている。（稲城市高齢福祉課） 

 見守り電球は高齢者であれば誰でも設置できる。要支援・要介護認定があるケースで

も見守り電球のみの設置で対応できたこともあった。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜緊急通報システム＞ 

 家庭の電話回線を利用した緊急通報端末機器を設置し、利用者が緊急事態に陥った

ときに、機器本体やペンダント式機器のボタンを押すことで委託業者のコールセンター

につながり、必要に応じて委託業者や救急隊が出動する。事業委託先はセコム株式会

社。（稲城市高齢福祉課） 

 委託業者（セコム株式会社）による対応後、結果報告が高齢福祉課に届く。（稲城市高

齢福祉課） 

 対象者は、心疾患等の慢性疾患のある高齢者となっている。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス＞ 

 睡眠解析機能を持ったセンサーマットと温湿度の異常を検知するセンサー等を活用し

た見守りシステム。センサーが異常を検知した場合（温度が高すぎる・低すぎる等）、利

用者宅のエアコンを遠隔操作することで室温を管理できる。事業委託先は東京ガス株

式会社である。（稲城市高齢福祉課） 

 見守りセンサーが異常を検知した際の情報提供範囲として、家族に加えてケアマネジ
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ャーや事業所の連絡先も登録可能である。また、エアコンを遠隔操作することも可能で

ある。エアコンについては、家族が操作することが理想だが、地域包括支援センターに

よる遠隔操作も可能としている。一部赤外線リモコンではない古いエアコンは対応して

いない。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜徘徊高齢者家族支援サービス＞ 

 認知症による独り歩き行動のみられる人の家族に GPS 携帯型端末機器を貸与してい

る。24 時間体制の受信センターと家族が連携を取ることで、見守り対象の人の居場所

を探索し、事故等を未然に防ぐことができる。（稲城市高齢福祉課） 

 位置情報は利用時のみ把握できるが、認知症による独り歩きが懸念される高齢者が

GPS を携帯していないと意味がなく、端末の仕様上、本人と家族の位置をつなげられ

ないという難点もある。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜ふれあい電話＞ 

 ふれあい電話は申し込んでもらうもので、市の会計年度任用職員（複数人在籍。ふれ

あい電話のために出勤）が見守る人 1 人につき週１回、30 分程度電話をかける。（稲

城市高齢福祉課） 

 

 

 高齢者見守り活動の背景 
 

取組み開始以前の状況、課題認識 

 稲城市では要介護認定を受けていない独居高齢者等を対象に週 1 回程度、安否確認

もかねて電話をかけている（ふれあい電話）。また、協力を得た民間事業者と協定を締

結し、異変を市役所や地域包括支援センターに連絡するネットワークづくりを進めてき

た（高齢者見守りネットワーク事業）。この他、地域の支え合いを促進するための地域

づくり（生活支援体制整備事業）を進めている。（稲城市高齢福祉課） 

 独居高齢者の増加が見込まれ、長期にわたり発見されない孤独死が増えることを本人

や家族等が不安に感じていた。（稲城市高齢福祉課） 

 

地域資源の状況 

 市内には地域包括支援センターが 4 箇所ある。以前から、疾患による体調の急変や認

知症による独り歩きが懸念される高齢者を見守る機器（緊急通報システム、徘徊高齢

者家族支援サービス）があった。（稲城市高齢福祉課） 

 

目標設定 
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 これまで構築してきた見守り体制を維持するために、それを補完する手段が必要だと

考えた。（稲城市高齢福祉課） 

 情報通信技術（ICT）を活用し、見守られる人を核にした支援者のネットワークを構築

し、顕在化することで、安心感が生まれると考えた。機器の種類から対象者は、比較的

困りごとの少ない高齢者、認知症がある等、ある程度リスクがある高齢者に分けること

とした。（稲城市高齢福祉課） 

 

 

 高齢者見守り活動を実施する体制 
 

地域包括支援センターの役割 

＜利用者へのサービス提案＞ 

 独居の方が多く、認知症の有無・進み具合も多様であるため、サービスの導入の際に

は地域包括支援センターの職員も同席して、要約して説明したり、必要性等説明したり

することもある。東京ガスの担当者は地域包括支援センターに訪問して、PC 上での画

面表示等細かい箇所まで説明してくれた。（地域包括支援センターこうようだい） 

 利用者は、全てが地域包括支援センターを通して申請された方とは限らず、市の広報

から自分で申し込んだ方や民生委員が高齢者アンケート（年 1 回）実施時にチラシを持

参して紹介した等の事例がある。東京ガスは地域包括支援センターのセンター長会議

に出席して、説明してくれた。センター長から、東京ガスの担当者からの説明内容につ

いて地域包括支援センター所属の職員にも共有した。（地域包括支援センターエレガン

トもむら） 

 地域包括支援センターからケアマネジャーに対して見守りサービスの情報提供をしたこ

とがある。（地域包括支援センターひらお） 

 「稲城市在宅高齢者見守り電球サービス」については、地域包括支援センターから家

族や本人にサービス提案を行い、家族と話し合った上で設置を行っている。「稲城市在

宅高齢者見守りセンサーサービス」は、主な利用対象者として認知症がある等、ある程

度リスクがある高齢者（要介護者等）が想定されているため、情報提供から利用につな

がった事例がまだない。（地域包括支援センターひらお） 

 

市区町村担当部局、社会福祉協議会、民生委員、民間企業等との連携状況等 

＜緊急通報システム導入に関する会議＞ 

 以前は緊急通報システムに枠があったため、シビアな判定会を実施していた。緊急通

報システムを導入する際には地域包括支援センターのセンター長含めた会議を開催し

ている。判定の会議が年数回あり、それが見守り機器について話し合う機会となってい

る。年 4～5 回は話し合う機会がある。（稲城市高齢福祉課） 
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＜民間事業者との見守り協定締結＞ 

 地域の事業者と「高齢者の見守りに関する協定」を締結し、会社一覧を稲城市の HP に

掲示する等している。ただ、民間事業者との「高齢者の見守りに関する協定」締結だけ

では、劇的に見守りが充実するとは限らない。（稲城市高齢福祉課） 

 福祉に携わる人（民生委員等）は、見守りに対する意識が高い。自治会は年ごとに役

員が交代し、取組みも広いことから、地域包括支援センターは定期的に民生委員と会

う機会を設けている。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 民間事業者との「高齢者の見守りに関する協定」を締結するにあたっては、地域包括

支援センターが民間事業者を一軒一軒訪問した。地域包括支援センターについて十分

な理解が得られたとはいえなかったが、その後、認知症コーディネーターが訪問する等

して、地域包括支援センターの認知度向上につながっている。（地域包括支援センター

エレガントもむら） 

 高齢者見守りネットワーク事業に参加している民間事業所向けには、年に１回程度認

知症サポーター養成講座を実施しており、希望する民間事業所が参加している。（稲城

市高齢福祉課） 

 

＜民間事業者に対する講演（認知症サポーター養成講座等）の実施＞ 

 明治乳業委託の「株式会社ゆたか（https://yutaka-m.jimdosite.com/）」は講演の依頼

もあり、意欲的だった。このように、民間事業者に対する講演が高齢者見守りに意欲的

な人材の発掘につながる側面はあるが、民間事業者と連携しての具体的な活動には

まだ十分に取組めていないため、生活支援コーディネーター等と連携を図っていきた

い。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 講演について、1 回でも興味を示してくれた事業者には声かけがしやすい。「高齢者の

見守りに関する協定」を締結している事業者に対しては「地域包括支援センターだより」

を配布するとき等に声かけできるため、その側面では高齢者見守り協定は意義あるも

のと言える。例えば、「ピーコックストア稲城長沼店（https://aeonmarket.co.jp/peacock_

shop_detail.php?name=inaginaganuma）」からは認知症サポーター養成講座の依頼があ

り、地域包括支援センターエレガントもむら・やのくちがコラボして職員向けに開催した。

（稲城市高齢福祉課） 

 認知症の高齢者が万引きをしてしまうことがあったが、ピーコックストア稲城長沼店の

職員は認知症サポーター養成講座を受講して事情を知っていたため、穏便に対応して

くれたこともあった。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 

＜地域包括支援センターによる地域への働きかけ＞ 

 生活支援コーディネーターがそれぞれの地域にいるため、「地域包括支援センターだよ

り」の発行・配布（四半期に 1 回）のタイミングで生活支援コーディネーターと交流するよ

https://yutaka-m.jimdosite.com/
https://aeonmarket.co.jp/peacock_shop_detail.php?name=inaginaganuma
https://aeonmarket.co.jp/peacock_shop_detail.php?name=inaginaganuma
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うにしている。（地域包括支援センターこうようだい） 

 

地域包括支援センターは自治体にどのようなサポートを求めているのか 

（緊急時対応の初動や安定期を含めた、見守り活動のチャートや規定等） 

＜民間企業訪問時での行政職員の同席＞ 

 民間企業に取組みを紹介する際に稲城市高齢福祉課が同席してくれるため、ありがた

い。社会福祉協議会や地域包括支援センターの一般的な認知度はまだ高くないので、

同席してもらえると信頼につながる。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 

 

 高齢者見守り活動を開始（充実）した経緯 
 

きっかけ 

＜背景（「２．高齢者見守り活動の背景」と重複）＞ 

 稲城市では要介護認定を受けていない独居高齢者等を対象に週 1 回程度、安否確認

もかねて電話をかけるサービス（ふれあい電話）がある。また、協力いただける民間事

業者と協定を締結し、異変を市役所や地域包括支援センターに連絡するネットワーク

づくりを進めてきた（高齢者見守りネットワーク事業）。この他、地域の支え合いを促進

するための地域づくり（生活支援体制整備事業）を進めている。（稲城市高齢福祉課） 

 独居高齢者の増加が見込まれ、長期にわたり発見されない孤独死が増えることを本人

や家族等が不安に感じていた。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜見守りサービス導入の経緯（「２．高齢者見守り活動の背景」と重複）＞ 

 対面の見守りが重要だと考えているが、将来推計をすると高齢者見守りの体制が維持

できなくなるため、ICT を活用して補完できないかと考えたのがきっかけである。（稲城

市高齢福祉課） 

 ICT を活用し、見守られる人を核にした支援者のネットワークを構築し、顕在化すること

で、安心感が生まれると考えた。機器の種類から対象者は、特に困りごとのない高齢

者、ある程度リスクがある高齢者に分けることとした。（稲城市高齢福祉課） 

 前者を主な対象者として「見守り電球」、後者を主な対象者として「見守りセンサー」を

導入することとした。（稲城市高齢福祉課） 

 「見守り電球」サービスについては、見守り協定締結時の相談過程でヤマト運輸側から

紹介があった。（稲城市高齢福祉課） 

 「見守りセンサー」サービスについては、確保が難しくなっている介護人材の補完、代替

も意識し、数社のサービス（見守り機能）を比べて選定した。（稲城市高齢福祉課） 
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構想時期、主導組織・部署、関与組織・部署 

 高齢福祉課主導で構想・実施している。（稲城市高齢福祉課） 

 

調整にあたって生じた課題・工夫 

 見守り機能を伴うサービスを提供する民間事業者は複数あり、その選定にあたっては

市が求める見守り機能のコンセプトや優先順位を明確にしておく必要がある。（稲城市

高齢福祉課） 

 見守り電球については、特に困りごとのない高齢者も使えるよう 75 歳以上の独居の方

はどなたでも使用することができることとし、市広報への掲載やチラシの全戸配布等を

行った。見守りセンサーについてはある程度リスクがある方が活用することで効果があ

ると考えているため、本人の状態像を把握している方からの提案で使用につながるよう

に、申し込みについては地域包括支援センターやケアマネジャーへの周知に力をいれ

るようにした。（稲城市高齢福祉課） 

 

都道府県等から受けた支援 等 

＜都の補助金活用＞ 

 都の補助も検討するヒントになった。東京都から先駆的事業として補助（東京都高齢社

会対策区市町村包括補助金（先駆的事業につき 3 年間限定で補助割合 10/10））をも

らっている。機器導入によって対面の見守りの効果が深まる等付加価値をつける必要

があり、稲城市では小さな見守りのネットワークで安心感が高まると考えていたため、

その点を踏まえて事業を検討した。東京都は見守り電球を想定して東京都高齢社会対

策区市町村包括補助金（先駆的事業につき 3 年間限定で補助割合 10/10）を事業化し

たらしく、稲城市がセンサー活用の企画を出したところ、新規性が評価され、都の高齢

者見守りガイドブック（東京都福祉保健局『第 4 版高齢者等の見守りガイドブック 誰も

が安心して住み続けることができる地域社会を実現するために』）にも掲載された。（稲

城市高齢福祉課） 

 

 

 高齢者見守り活動の内容 
 

支援対象者像、支援内容 

＜見守りサービスの位置づけ＞ 

 いずれのサービスも緊急性が高いときに必ず通報されるものとは限らない。緊急通報

システムを導入するほどではないが、モニタリングやアセスメントの一助になることを期

待している。普段の友人関係等意識していない見守りと、リスクがあり訪問介護を利用

している方への見守りの中間に位置していると捉えている。（稲城市高齢福祉課） 
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 主な利用対象者像としては、「稲城市在宅高齢者見守り電球サービス」は比較的困りご

との少ない方を、「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス」は認知機能の低下が

見られリスクが高い方を想定している。（稲城市高齢福祉課） 

 

実施に関わる組織・部署、専門職、地域住民、既存事業との整理・連携 

＜地域包括支援センター同士の情報共有＞ 

 各地域包括支援センター独自の試行的取組みとして ICT 機器等を活用しているところ

もあり、地域包括支援センター同士で ICT 機器等の活用方法を学び合っている。各地

域包括支援センター・スタッフの職人芸的な活用方法を言語化する機会が必要である

ため、地域包括支援センター同士で情報共有できる場がもっと必要だと感じている。

（稲城市高齢福祉課） 

 

＜地域住民等同士の情報共有＞ 

 見守り機器の通知の受け取り手（家族・地域住民等）同士で連絡先を交換することを推

奨し、見守りを担う側の負担を減らし見守りの質も向上するように努めた。（稲城市高齢

福祉課） 

 

＜地域包括支援センター内での情報共有、研修の実施状況＞ 

 いずれのサービスについても、特に職員向け研修等は行っていない。（地域包括支援

センターこうようだい・もむら・ひらお） 

 いずれのサービスも、やむを得ない場合は地域包括支援センターを緊急通報先として

登録でき、月曜日に一括で状況報告のメールが届く。メールの確認を通じて、新しい担

当が ICT 機器の利用方法を学んでいる。（地域包括支援センターこうようだい） 

 サービス関連で何らかの対応が生じた場合には、後日対応例をディスカッションしてい

る。地域包括支援センターから依頼したところ、社会福祉協議会も訪問ボランティアを

始めるようになった。高齢者が話し相手を欲している場合には、紹介するようにしてい

る。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 

サービス提供によりもたらされている効果 

（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援センターの負担軽減）等 

＜高齢者への効果＞ 

 サービスの導入により家族が仕事に集中できるようになったという例は特にないが、安

心感が得られることは大きな効果である。高齢者自身にとっても、安否確認ができて安

心だという声がある。緊急通報システムではセコムのカギをさすと、「おかえりなさい」と

いう音声が流れ、それだけで安心感があるという声も寄せられた。外出する時にも、

「留守はセコムにおまかせください」という音声が流れる。一人暮らしだと心配になるた

め、高齢者自身の負担感の軽減につながっている。（地域包括支援センターひらお） 
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＜家族介護者への効果＞ 

 サービスを提供することにより、遠方の家族が、定期的に地域包括支援センターが見

守っていると誤解してしまう場合があるが、そうではない。見守り電球、センサーサービ

スは命を救えるものではなく、あくまでも安心を与えられる程度のものである。家族でな

いとできないこともあるため、線引きは伝えていかなければならないと思っている。（地

域包括支援センターエレガントもむら） 

 

＜地域包括支援センターへの効果＞ 

 地域包括支援センターにとっても、精神的な負担の軽減につながったと思う（地域包括

支援センターエレガントもむら） 

 地域包括支援センターも、家族の介護と仕事の両立については配慮しようと考えてい

る。家族でできること、家族でなくともできることがあるので、家族介護者支援に関する

制度について勉強しながら、提案・相談したいと考えている。それは、地域包括支援セ

ンターの職員の負担軽減やスキル向上にもつながる。（地域包括支援センターエレガン

トもむら） 

 

＜つながりの創出、多様な選択肢＞ 

 見守り機器があることによって安心につながる側面もある。ただ機器をつけるだけでな

く、見守り電球やセンサー導入検討をきっかけにコミュニティ形成のための議論や作業

が発生したのがよかった。疎遠になっていた親族同士が導入をきっかけにつながるよう

になった。課題含めて、良いものにしていきたいと考えている。（稲城市高齢福祉課） 

 介護保険が始まった頃は、家族から対面での安否確認を求められることが多かった

が、昨今の人材不足により補えない部分も出てきた。ICT 活用によりサービスが多様

化し、利用対象者が暮らす地域や年齢の違い、利用対象者の特性にあわせた提案を

行えるようになったのは良いことであると思う。（地域包括支援センターエレガントもむ

ら） 

 地域包括支援センターの限られた人材で適切な対応を行うという観点からも、選択肢

が広がりよかったと思う。見守り機器・自主グループ（通いの場）等、見守りに関するチ

ラシをファイリングしており、訪問する際には持参して説明することもある。（地域包括支

援センターこうようだい） 

 見守り機器によって選択肢が広がったこと、対面での見守りが難しくなっていることを踏

まえて、適した利用方法を提示しながら利用対象者にサービス提案を行い、自分に合

ったものを選択してもらうようにしている。（地域包括支援センターひらお） 
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関係者からの意見 等 

＜機器トラブルの課題＞ 

 見守り機器のコンセントが抜け、正常に通知されないことがあった。（地域包括支援セ

ンターこうようだい） 

 

 

 高齢者見守り活動の現状 
 

取組みの実績（利用者延べ人数） 

 見守り電球：269 人 

 緊急通報システム：35 人 

 見守りセンサー：17 人 

 認知症 GPS：2 人 

 ふれあい電話：13 人 

 

困難事例へのアプローチ方法の変化 

＜困難事例への対応例＞ 

 夜間に住居のインターホンを押したり、診療所の扉をたたいたりする等、近隣住民から

心配の声が寄せられていた事例があった。夜間の独り歩きが多く、生活のリズムが分

かりにくい方だったが、見守りセンサーの導入によって昼夜逆転していることが分かっ

た。ケアマネジャーと相談し、日中の活動を増やすためにデイサービスを導入すること

にした。（地域包括支援センターこうようだい） 

 家族が遠方に住んでおり、年数回しか訪問できないという状況だったが、見守り機器の

導入をきっかけに家族が本人と連絡をとるようになった。（地域包括支援センターこうよ

うだい） 

 

＜虐待防止への対応例（導入には至らず）＞ 

 高齢者の手が届かない箇所に鍵をつけ外出を制限してしまう虐待のケースにおいて、

高齢者の動きをセンサーで把握することによりゆるやかな見守りを実施することを、ケ

アマネジャーに提案した事例はある。相談中に高齢者の体調が悪化したことにより導

入には至らなかった。（地域包括支援センターひらお） 

 行政と地域包括支援センターで虐待判定会を実施しており定期的に話し合う機会があ

るため、その際に見守り機器の導入を提案できると良いと思っている。（地域包括支援

センターエレガントもむら） 
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見守り活動で把握した異変情報等の取扱い 

 見守り機器が異変を感知した場合には、原則家族のもとに通知メールが届く仕組みと

なっている。家族に頼れない場合は市やセンターが受け取る。（地域包括支援センター

エレガントもむら） 

 

＜稲城市在宅高齢者見守り電球サービス（「１．ヒアリング参加自治体の概要」と重複）＞ 

 見守り電球が何らかの異常を検知すると、あらかじめ設定されている緊急通報先（家

族、稲城市高齢福祉課等）に通知が届く。緊急通報先から依頼があった場合、もしくは

異常検知から 24 時間経過した時点で、ヤマト運輸のスタッフが高齢者宅を訪問する。

（稲城市高齢福祉課） 

 稲城市高齢福祉課が緊急通報先になっている方に対しては土日の対応が難しいた

め、週明けの月曜日にいかに素早く対応するかが重要である。（稲城市高齢福祉課） 

 稲城市高齢福祉課や地域包括支援センターは、見守り対象の高齢者宅を直接訪問し

ない前提で緊急通報先となっているが、いざという時には訪問の上最終的な安否確認

をすることとしている。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜緊急通報システム（「１．ヒアリング参加自治体の概要」と重複）＞ 

 異常を検知した場合には、委託業者（セコム株式会社）へ通報される。対応後、結果報

告が高齢福祉課に届く。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス（「１．ヒアリング参加自治体の概要」と重複）＞ 

 見守りセンサーが異常を検知した際の情報提供範囲として、家族に加えてケアマネジ

ャーや事業所の連絡先も登録可能である。また、エアコンを遠隔操作することも可能で

ある。エアコンについては、家族が操作することが理想だが、地域包括支援センターに

よる遠隔操作も可能としている。一部赤外線リモコンではない古いエアコンは対応して

いない。（稲城市高齢福祉課） 

 

関係者からの意見 等 

 「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス」では心拍呼吸数を計測できるため、訪

問介護の負担軽減にもつながるだろう。一方で、現時点で訪問介護側とは情報を共有

できていない。今回のヒアリングをきっかけに連携を図っていきたい。（稲城市高齢福祉

課） 
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 民間企業等と連携した施策を実施するにあたって重要視すること 
 

＜サービスの特性＞ 

 稲城市が導入している ICT を活用した見守りは、本人が見守られることを意識せずに

いつも通りの生活ができる、優しいゆるやかなものにしたいと考えている。見守り電球

は、本人の生活に干渉しない点が良い。また、異常検知の通知を受けた市職員等が依

頼すれば、ヤマト運輸のスタッフが安否確認を実施するという特徴もある。ヤマトホー

ルディングスとは「高齢者見守りネットワーク事業協定」を結んでおり、安心できるという

点も決め手である。東京ガス株式会社の「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービ

ス」も、温湿度センサーやマットセンサー等を活用したゆるやかなものである。（稲城市

高齢福祉課） 

 

＜自己負担について＞ 

 今まで自己負担無しだったものが有りに変わると、紹介のハードルは高くなる。（地域

包括支援センターエレガントもむら） 

 虐待のケース等においては、機器を導入する際高齢者の家族に積極的な動機付けが

なく、自己負担がないという点が動機付けになる場合がある。自己負担が基本的に発

生しないことが望ましいが、何事にも自己負担が発生しているということを意識いただく

ことも大切である。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜営業の頻度＞ 

 民間企業と連携する上で、過度な営業がないことは重要である。また、レスポンスが早

く、自治体の状況を理解した上で相談に乗ってもらえる相手が望ましい。自治体のニー

ズが分からないと、機器の活用方法も提案できないと思われるため、自治体側のニー

ズを傾聴できるかが重要である。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜民間企業との打合せ＞ 

 「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス」はアプリで操作可能である。現在開発中

の機能であるが、SNS のチャット機能と連携する等して、事業者や支援者間でコミュニ

ケーションができるようにしたい。現在は支援者間でメールアドレスや電話番号を教え

あっている方がいる程度である。（稲城市高齢福祉課） 

 「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス」サービス導入当初は温湿度センサーが

反応する閾値が固定になっており、変更できなかったが、最近変更できるようになっ

た。これも稲城市からの提案が反映されたものである。東京ガスも稲城市の課題は全

国にも通ずると考えていて、機能改修に取組んでもらっている。年 2 回は対面でのヒア

リング等の機会を設けている。担当レベルは利用者とも接するため、密な関係になる

が、上のレベルがコミュニケーションをとると、提案をスムーズに共有できる。人間関係
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を構築する上でも、対面でのヒアリングが良い。担当者も意欲的である。（稲城市高齢

福祉課） 

 

 

 施策検討の流れ 
 

取組みを始める際の議論・手続きの流れ 

＜施策検討の流れ＞ 

 開始の前々年度に課内で、ICT 活用での見守りの補完について話題があがり、翌年度

4 月より検討を開始した。その際に、ヤマト運輸の担当者と相談した。新しい事業のた

め政策的な判断が必要であるため、政策会議にかけて予算取りをした。見守り電球は

特命随意契約、見守りセンサーは指名競争入札で入札して契約し、サービス開始とな

った。（稲城市高齢福祉課） 

 導入する 1 年ほど前から ICT 活用での見守りの補完を検討し始めた。まず、事業実施

のための建付を検討し、予算積算をした。（稲城市高齢福祉課） 

 当初の狙いは、対面での見守りの補完として見守り電球や見守りセンサーを導入し、

見守られている側の安心感を生み出すことだった。また、見守る側の負担感を軽減す

ることも大切にしていた。友人が見守る場合も、以前よりも多くの人を見守ることが可能

になり、対面の見守りの担い手の担保とすることができると考えられる。これらを通し

て、見守られる人を中心とした小さな見守りのネットワークをつくることを目指した。（稲

城市高齢福祉課） 

 

＜実証事業＞ 

 「稲城市在宅高齢者見守りセンサーサービス」について、当初は東京ガスではない別

の企業と相談し、看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護の利用

者を対象にした実証事業を実施した。無料で機器導入できる形をとり、利用者へのアン

ケートを実施した。ただし、指名競争入札の際の金額が稲城市の想定を大幅に超える

ものであったため契約には至らず、実証事業限りとなった。（稲城市高齢福祉課） 

 

活用した財源・補助金等 

 東京都高齢社会対策区市町村包括補助金（先駆的事業につき３年間限定で補助割合

10/10）を活用した。（稲城市高齢福祉課） 
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 民間企業等と連携した施策実施を行うにあたって課題に感じること or 工夫し

ていること 
 

民間企業等と関わる上で意識していること 

＜市町村担当者から地域包括支援センターへのフォロー＞ 

 新しい事業を始めるにあたって、市町村担当者は必ず事前に地域包括支援センターの

センター長に説明してくれる。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 場合によるが、一般的には予算の見込みがついたとき等に説明し、事業の見通しにつ

いて意見をもらうこともある。現場の肌感覚を確かめるためにも地域包括支援センター

と直接話す機会を設けることを大切にしている。（稲城市高齢福祉課） 

 

民間企業等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること 

 現在契約・連携している民間企業については密にコミュニケーションも取れており課題

を感じることはないが、一般的に民間企業は売上をあげる必要があるため、どこまで自

治体の意図や考えを踏まえた上で公的な感覚を持って取組んでもらえるかというのは

（例えば過度な営業をしない等）、重要であると考えている。（稲城市高齢福祉課） 

 

 

 今後に向けて 
 

取組みにおける課題、今後の方針 等 

＜都による補助＞ 

 喫緊の課題としては、電球やセンサーへの都の補助（ 東京都高齢社会対策区市町村

包括補助金（先駆的事業につき 3 年間限定で補助割合 10/10））が終了することが挙

げられる。これに際して、アンケート調査を実施して事業の継続の必要性を訴える、一

部自己負担金を負う等の可能性があるが、アンケートは、ネットでのアンケートの実施

で予算も不要で負担もかけずに実施できるので優先的に取組みたいと考えている。

（稲城市高齢福祉課） 

 

＜緊急通報システム＞ 

 民間事業者が良いサービスを提供しているため、選択肢として検討すると良いのでは

ないか。いろいろな選択肢があると良い。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 

＜ふれあい電話について＞ 

 近年は SNS を利用している高齢者も増えており、地域包括支援センターやボランティ

アと 1 日 1 回程度、メッセージをやり取りすることで見守り機能を果たせるとも考えてい
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る。（稲城市高齢福祉課） 

 

＜退院時の見守りサービス導入＞ 

 退院時に介護保険の申請を求め、ヘルパーを依頼する等のケースはあったが、見守り

電球の導入のみで終わった利用者もいた。病院では介護保険ありきで進められてお

り、介護保険以外のサービスについて検討されないケースがあり残念である。稲城市

内の医療機関のみで対応した市民であれば、退院時の見守りサービスの導入の相談

にも対応することが可能だろう。病院によっては見守り機器に関心を寄せてくれるところ

もあり、そのような病院が増えてほしい。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 

 

 その他 
 

自主グループ（通いの場）との連携 

 家族介護者の実質的な負担を軽減するものとして「生活支援体制整備事業」があり、

近所同士で電球交換等をする取組み（すまいるネット）を進めている。第 2 層協議体か

ら発展した地域の自主的な支え合いの活動として、昨年度比で 1.8 倍の相談件数とな

っており、弱った高齢者を元気な高齢者が支える仕組みになっている。こたつの出し入

れ等半年に 1 回程度、家族が訪問してやっていたことを地域の見守り＋安価なサービ

スの利用で代替することにより、家族の負担が減ったと考えることもできる。（地域包括

支援センターこうようだい） 

 四半期に 1 回、「地域包括支援センターだより」を発行し、生活支援コーディネーターが

自主グループ（通いの場）に配布に伺う。そのような場でつながりをつくっている。（地域

包括支援センターこうようだい） 

 地域包括支援センターエレガントもむらでは、地域包括支援センターこうようだいのす

まいるネットのような取組みはないが、高齢者が自主グループ（通いの場）に属してい

る場合、地域包括支援センターへの相談も早いタイミングで行われる傾向がある。地域

包括支援センターのマンパワーで補えない部分を、自主グループ（通いの場）が支えて

おり、これは生活支援体制整備事業の効果と言えるだろう。一方で、自分たちだけで頑

張りすぎてしまう自主グループ（通いの場）もあるため、早めに地域包括支援センター

に相談するように講座や自主グループ（通いの場）で伝えるようにしている。（地域包括

支援センターエレガントもむら） 

 また、本人が家族に自主グループ（通いの場）に参加していることを共有していないこと

もあるため、「自主グループ（通いの場）から相談が寄せられた」と家族に伝えると驚か

れることもある。（地域包括支援センターエレガントもむら） 

 「平尾住宅」（https://www.to-kousya.or.jp/chintai/reco/hirao.html）という昭和 40 年代

https://www.to-kousya.or.jp/chintai/reco/hirao.html
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から続く団地があり、自主グループ（通いの場）や自治会、老人会といった地域のつな

がりも多くある。ここでは、若い頃に入っていた PTA のつながりで、自主グループ（通い

の場）に加入するということもあるようだ。また自主グループ（通いの場）に顔を出さない

高齢者の家族に連絡したり、老人会から連絡したりする等の活動が見られる。地域と

家族のつながりは重要であり、足りない部分を地域包括支援センターや介護サービス

が補い、地域全体で支えていきたいと考えている。新しく地域に移り住んだ人に自主グ

ループ（通いの場）を紹介して、地域とのつながりをもつように働きかけたい。（地域包

括支援センターひらお） 

 生活支援コーディネーターが自主グループ（通いの場）を把握するように心がけてい

る。（稲城市高齢福祉課） 
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３－４－２．おおた高齢者見守りネットワーク（みま～も）（事務局：大田区地域包括支援セン

ター入新井） 

 

ヒアリング日時 2023 年 12 月 5 日（月） 15 時 00 分～17 時 00 分 

ヒアリング参加者 おおた高齢者見守りネットワーク「みま～も」 

 

 ヒアリング参加自治体の概要 
 

基本情報 

＜人口＞ 

734,189 人、世帯数 410,311 世帯（2023 年 12 月時点） 

 

＜高齢化率＞ 

22.6％（2023 年） 

 

＜地域包括支援センターの件数＞ 

23 件 

 

＜大田区（東京都）の場所＞ 

 

 

実施事業 

 地域づくりセミナー： 

地域の専門職から気づきの視点を提供する。住民、専門職が顔の見える関係を構築

する。セミナーの講師は、賛助会員事業所の専門職や地元の専門機関と決め、地域密

着の専門職に依頼している。賛助会員事業所が月々交代で、講師との連絡・打合せ、

当日の仕切り、司会、毎月の会議の議事進行を実施している。 

 高齢者見守りキーホルダー： 

身元が確認できない状態で救急搬送された際の迅速な身元（住所・氏名等）確認、認

知症の方の身元確認等に活用する。搬送先病院や警察等が地域包括支援センターに

照会すると、医療情報・介護情報・緊急連絡先を確認できる。表面には本人を確認する
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ための番号、裏面には地域包括支援センター連絡先が記載されている。2009 年 8 月

1 日から 6 箇所の地域包括支援センターで「SOS みま～もキーホルダー」が開始、

2010 年 6 月から六郷地区 2 箇所の地域包括支援センターでも申請が開始、同年 12

月には田園調布地区でも開始した。2012 年 4 月からは、「大田区高齢者見守りキーホ

ルダー事業」が開始した。 

 みま～もステーション： 

地域の人の活動の場と機会を提供。「みま～もサポーター（登録料有料）」が講座の講

師やボランティアとして活動する。2013 年 5 月より、一般社団法人木谷ウォーキング研

究所と共同で「ポール de ウォーク」を開始した。2015 年 6 月より、高齢者自身も地域を

つくる担い手になるように「元気かあさんのミマモリ食堂」を開始した。 

 まちづくりが元気！おおた登録事業： 

高齢者に関わる専門機関が、まちづくりに向けてのメッセージをステッカーとフリーペー

パーにのせて地域に発信する。 

 

 

 高齢者見守り活動の背景 
 

取組み開始以前の状況、課題認識 

 大田区内 23 箇所の地域包括支援センターで 1 ヶ月 10,000 件の相談に対応しており、

多忙である。地域包括支援センターへの相談内容は、介護保険関係や施設入所関

係、入院転院関係が多い。全体の割合としては多くないが、近年、経済的な問題や家

族間の問題、虐待・権利擁護に関する問題も急増している。相談内容は各種 15,000 件

になり、多問題化してきている。 

 大田区地域包括支援センターの職員は 7 名。7 名の活動だけでは、相談に来ることが

できた高齢者に対してサービスを提供するだけの対応に終始することになるという問題

意識があった。 

 相談件数はあくまで公的な窓口に相談できた人数であり、地域には専門職や各種サー

ビスを必要としているが自分では SOS の声をあげることができない人がたくさんいる。 

 このような体制はいずれの地域包括支援センターでもあてはまると考える。 

 

地域資源の状況 

 地域に暮らす高齢者は医療や介護が必要になり、状態が悪化してはじめて、近所の方

からの通報により地域包括支援センターとつながることの繰り返しだった。このような状

態でつながった高齢者への支援で地域包括支援センターの専門職は日々追われ、ネ

ットワーク構築へ向かうことはできていなかった。 

 地域で活動している団体や個人もあったが、それぞれが個々で取組み、地域包括支援
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センターや専門職と日常的につながるという仕組みや連携はなかった。 

 

目標設定 

 当時の状況のままだと、さらなる高齢化や、多問題を抱える高齢者に対応できなくなる

のは明らかであり、本来の地域包括支援センターの役割（コーディネート機能）を果たし

たことにならないと考えた。支援が必要な人を専門職による「点（個別支援）」で支える

限界を感じるとともに、地域に暮らす全ての人、地域で働く全ての人たちとともに「面」で

支える仕組みづくりの必要性を認識した。そこで、様々な得意分野を持つ民間企業との

連携による新たな都市型ネットワークモデルを構想した。 

 「いくつになっても安心して暮らし続けるまちづくり！」を合い言葉に、地域の医療・保

健・福祉の専門職（事業所）、民間企業が「協賛金」を出し合い、活動することを目指し

ている。 

 

 

 高齢者見守り活動を実施する体制 
 

地域包括支援センターの役割 

 地域包括支援センターの本来の役割ならびに「みま～も」における役割は、コーディネ

ート機能だと考えている。地域包括支援センターはあくまでつなぎ役であり、企業や住

民、専門職同士が関わる土台をつくることが主な役割である 

 高齢者見守りキーホルダーに紐づく身元情報の管理を行っている。 

 

市区町村担当部局、社会福祉協議会、民生委員、民間企業等との連携状況等 

 まちづくりを目的とした「みま～も」の趣旨に賛同した企業・事業所・施設、病院・クリニ

ック等が、資金を拠出し、人員的にも協力している。 

 協賛企業は月 1 回の運営会議への参加、毎月開催している「地域づくりセミナー」の担

当を年 1 回担う。担当となった協賛企業は、講師との打ち合わせ・チラシの作成・当日

の司会・アンケート集計を行う。資金を拠出するだけでなく、実際に運営に関わることに

より、関わる企業関係者が主体的に取組むようになる。また、関わることにより講師や

異業種・専門職と自社とのネットワークが構築される。企業にとって、このような実感が

「みま～も」に関わるメリットとなっている。 

 当初は 5 企業の協賛から始まった。現在では、大田区・大田区社会福祉協議会、日本

赤十字社東京都支部、東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究

チームの後援の他、病院 2、施設 5、企業 29、薬局 6、医療・介護事業所 10 の協賛を

得ている。多くの民間企業の協賛を得ている点が「みま～も」の特徴と言える。協賛は

年度更新制である。 
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 「みま～も」が構築する 2 種のネットワーク間のつなぎに関して（詳しくは「見守りボラン

ティア、高齢者の家族とのつながり方」を参照）、「気づきのネットワーク」から「支援の

ネットワーク」につなげる基準は特にないが、元気な高齢者とつながることを意識して

いる。例えば、地域づくりセミナーの参加者は会場まで歩くことができる高齢者である。

その段階から地域包括支援センターをはじめ、「みま～も」が長いスパンで関わること

が特徴である。ただ、全ての高齢者が地域包括支援センターとつながっているわけで

はなく、第一次的には「みま～も」を通して出会った友人や民間企業ともつながってい

る。 

 地域包括支援センターはあくまでつなぎ役であり、企業や住民、専門職同士が関わる

土台をつくることが主な役割である。つながりの中で対応することが理想と言える。 

 

見守りボランティア、高齢者の家族とのつながり方 

 「みま～も」では、支援が必要な人を見守り、支え合うための 2 種のネットワークづくり

を目指している。ひとつめは「支援のネットワーク」であり、ここには地域包括支援センタ

ーをはじめ、ケアマネジャー、医療機関、社会福祉協議会、消費生活センター、サービ

ス事業者、施設、警察、消防等が含まれる。「支援のネットワーク」は専門職にたどり着

いた人に対してより良い支援をするためのネットワークだと言える。 

ふたつめは「気づきのネットワーク」、日常生活の中での高齢者の異変に気づくための

ネットワークである。ここには地域住民、地域民間企業、地縁組織が含まれる。 

 「気づきのネットワーク」で気づいた異変情報を早期に「支援のネットワーク」につなげる

ことが重要である。 

 

地域包括支援センターは自治体にどのようなサポートを求めているのか 

 「自治体として、地域活動を応援（支援）するスタンス」を求めている。具体的には以下

の 3 点だと感じている。 

①必要な公的機関・部署との橋渡し。 

②多岐にわたる情報提供。（様々な団体の例や他地域の情報等） 

③運営そのものには決して立ち入らず、自由を認め見守る。 

自治体職員として、地域の主体を創る上で重要なのは、行政が関わり何かをすること

ではなく、地域を育てる視点をもつことだと考える。 
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 高齢者見守り活動を開始した経緯 
 

きっかけ 

 日々の地域包括支援センターの業務の中で、支援が必要な人を専門職による「点」、

個別支援で支える限界を感じていた。また、今後さらに高齢化が進めば、多問題を抱

える高齢者に対応できなくなるのは明らかであった。 

 地域に暮らす全ての人、地域で働く全ての人たちとともに「面」で支える仕組みづくりの

必要性を感じ、様々な得意分野を持つ民間企業との連携による新たな都市型ネットワ

ークモデルを構想した。 

 

構想時期、主導組織・部署、関与組織・部署 

 2008 年 4 月に 12 名の福祉専門職とダイシン百貨店社員 3 名で「大田北高齢者見守

りネットワークをつくる会」を組織し、地域包括支援センター入新井を中心とした「おおた

高齢者見守りネットワーク」（愛称「みま～も」）を発足させた。 

2008 年 4 月 「大田北高齢者見守りネットワークをつくる会」発足、発足

イベント開催 

2008 年 5 月 地域づくりセミナー開始 

2009 年 4 月 みま～もレストランオープン 

2009 年 6 月 地域づくりセミナーで SOS みま～もキーホルダーを提案 

2009 年 8 月 SOS みま～もキーホルダー登録開始 

2009 年 12 月 「大田北高齢者見守りネットワークをつくる会」から「おおた

高齢者見守りネットワーク」へ変更 

2010 年 1 月 「みま～も六郷」発足 

2011 年 4 月 みま～もステーション、みま～もサポーター スタート 

2011 年 4 月 新井宿第一児童公園のふれあいパーク活動を受託 

2012 年 4 月 大田区高齢者見守りキーホルダー 登録開始 

2012 年 4 月 「みま～も六郷」から「みま～も蒲田」へ変更 

2012 年 8 月 「アキナイ山王亭」オープン 

2013 年 5 月 ポール de ウォーク スタート 

2014 年 4 月 新井宿第一児童公園 リニューアルオープン 

2014 年 8 月 まちづくりが元気！おおた登録事業 スタート 

2015 年 3 月 「みま～もぐんま」発足 

2015 年 6 月 元気かあさんのミマモリ食堂 

2016 年 4 月 みま～も公式サイトオープン 

2016 年 4 月 「みま～も岸和田」 発足 
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調整にあたって生じた課題・工夫 

 発足当初のネットワークが機能していない段階で、活動の拡大は効果的でないと考え

た。まずは、コアメンバーを呼び掛けて「みま～もをつくる会」という準備会を発足した。

3 か月間の話し合い、準備を重ね、目的・フェーズごとの達成指標を作成し取組みをス

タートさせた。小さく生んで、継続する中で大きく育てることを当初から選んだことが、ス

タートで起こる様々な問題・課題を克服できた要因と考えている。一方で、分野も業種

も異なるメンバーが一堂に会し、最初からまとまることは難しい。決定したことを実践

し、実践後、どうだったのかを整理する。その繰り返しの中で共通言語、共通の達成感

が醸成され、ネットワークが機能するようになった。どの実践でも参加者からアンケート

を取った。アンケートでの地域住民からの声は、会の方向性を決める上で参考とした。 

 

都道府県等から受けた支援 等 

 特になし 

 

 

 高齢者見守り活動の内容 
 

支援対象者像、支援内容 

 大田区に暮らす全ての高齢者 

 

実施に関わる組織・部署、専門職、地域住民、既存事業との整理・連携 

 「みま～も」の母体が病院であるため、病院に出入りする工事業者や福祉用具の販売

業者等に声をかけていた。現在は特に営業活動をしていないが、民間企業側から声を

かけられることもある。 

 「みま～も」では毎月運営会議を開催しており、異業種と出会う場として参加いただいて

いる。取組みに関わった民間企業とともに、地域の高齢者像等を共有する場としてい

る。 

 

サービス提供によりもたらされている効果 

（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援センターの負担軽減）等 

＜地域包括支援センターの負担軽減に関する効果＞ 

 地域包括支援センター職員への効果が大きい。専門職は困難事例への対応により疲

弊することもあるが、「みま～も」の取組みを通して元気な高齢者や医療介護以外の民

間企業と関わることができたことにより、職員のモチベーションが向上し、視野が広がる

実感があった。 

 高齢者見守りキーホルダーについて、当初は認知症高齢者の登録が多いと予想して
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いたが、健康な高齢者の登録が多かった。健康な高齢者ほど外出するため、登録した

という背景が窺える。年 1 回、地域包括支援センターにて情報を更新し、地域包括支

援センターとの「つながりの更新」につなげている。 

 高齢者見守りキーホルダー運用開始当初、身元情報管理を行うように地域包括支援

センターに依頼した際には、もともと「みま～も」に積極的に参加していた 6 件の地域包

括支援センター以外からは断られた。しかし、大田区の事業になり全地域包括支援セ

ンターでそのような運用が始まった際には反発はなかった。 

 高齢者見守りキーホルダーの導入により、以前は医療や介護が必要になってから地

域包括支援センターを訪れることが多かった高齢者が、元気なうちに訪れるようになっ

た。申請用紙に自分で記入もでき持参するため、登録に時間を要さない。基本情報を

早い段階から把握できるのは地域包括支援センターにとってメリットである。 

 

＜民間企業への効果＞ 

 葬儀業者・薬局等の業種ごとにつながり、地域のイベントを企画する機会になってい

る。 

 民間企業が自身の事業の活用方法を知る機会となる。 

 企業が超高齢社会に事業を適用させる方向に進んでおり、協賛を継続している。 

 

＜医療・福祉専門職への効果＞ 

 民間企業の事業を見守りや高齢者へ活用するにあたって必要な気づきを得られてい

る。 

 介護予防生活支援は暮らしそのものの支援であるため、暮らしに根差したさまざまな

サービスと連携できるのはメリットである。 

 

＜高齢者への効果＞ 

 居場所の選択肢が広がった。 

 

関係者からの意見 等 

 「みま～も」の活動への参加を通して、「参加している一人ひとりがいきいきと輝いて活

動していること」に常に感心させられる。活動の中心には高齢者への慈しみもあるが、

高齢者に限らず活動に参加する者同士へも通じているものがあると考えている。参加

者が信念を持って取組み、「みま～も」を楽しんでいると感じている。回を重ねるごとに

コンセプトが明確化され、地域の輪も広がっている。仕事でもなく、遊びでもない特別な

時間から、何か貴重なパワーを得ている。（株式会社アイビス） 

 「みま～も」への参加を通して、「何でこんなにパワーがあるのだろう？」と感じている。

以前、「『みま～も』と関わるとだんだんと巻き込まれる」と伺っていたが、今では「みま

～も」から抜け出せない。簡単そうに見える（意図的に簡単に話す）課題を、かみ砕くよ
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うに話し、考えてみると結構難しいにも関わらず取組み、同様に次の課題が現れる。し

かし、振り返ると、僅かながら確実に進んでいると感じている。（株式会社カドヤ建設） 

 福祉用具業者だが、ただ福祉用具を運ぶだけが仕事ではないと考えている。顧客が何

を困っているのかを聞き出し、相談に乗ることを大切にしている。ときに、業務の範疇を

超えた施設や食事、体調に関する相談を受けるときもある。私一人では情報量も少な

く、内容も薄いものになるが、「みま～も」のつながりによって、顧客の困っていることを

地域包括支援センターのスタッフや各専門職に聞き、すぐに顧客に返答できる。同様の

つながりをさらにつくりたいと考えている。（福祉用具事業所） 

 「みま～も」のテーマは「ささえあいの心」だと考えている。運営に携わる関係者の人柄

に裏付けられている。当初は意欲的ではなかったが、メンバーとして関わるにつれて、

「みま～も」の魅力に取りつかれている。隣家の顔さえ知らないことが多いなか、人々が

支え合いながら暮らす地域のネットワークは大変意義がある。仕事として接すれば少な

からず利害関係が生じうるが、「みま～も」では、「地域をよくしたい！」という思いで集

まった人たちが協力して地域に働きかけている。そのため、参加する高齢者も柔らかな

表情を見せてくれると考えている。「みま～も」の活動に関わる中で自分自身の視野が

広がり、日常的な業務でも役立ち、お客様の日常生活をより具体的に考えることにもつ

ながっている。（福祉用具事業所） 

 

 

 高齢者見守り活動の現状 
 

取組みの実績 

 高齢者見守りキーホルダーの取組みは、地域包括支援センター大森から開始された

が、2 年半後には大田区の施策となった。2019 年度の登録者は 46,000 人であり、対象

となる 65 歳以上大田区民人口の約 28.8％にあたる。 

 

困難事例へのアプローチ方法の変化 

 事後的な対応が多くなるが、「みま～も」に参画している民間企業は事前に多くの情報

を得られるため、困難事例に出会った際にも適切に動けている印象がある。 

 

見守り活動で把握した異変情報等の取扱い 

 高齢者見守りキーホルダー登録システムでは、高齢者の医療情報・介護情報・緊急連

絡先が登録されており、地域包括支援センターが静脈認証で管理し、担当者が閲覧で

きる仕組みとなっている。搬送先病院や警察等からの紹介に対して、地域包括支援セ

ンターが情報を提供する。最近は警察からの通報、認知症の方を保護した等の連絡が

多く、警察との関係も構築できていると言える。 
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 民間企業等と連携した施策を実施するにあたって重要視すること 
 

 協賛になった民間企業には、得意分野で事業に関わってもらう。民間企業の得意分野

や展望等を伺って、どのような新しい事業を展開できるか考える。 

 

 

 取組み検討の流れ 
 

取組みを始める際の議論・手続きの流れ 

 取組みを独自で始めるにあたって母体法人の理解は欠かせない。法人に理解を求め

るにあたってはネットワーク構築に法人として取組むメリットを提示することにより理解

を求めた。牧田総合病院は大田区で開業し 80 年、地域に根ざした医療を理念としてき

た。毎年、医療機関との連携を目的に開催している「医療連携懇話会」、介護関係事業

所との連携を目的に開催している「地域連携懇話会」、地域に暮らす住民を対象にいつ

までも健康に過ごす方法を提供する「地域公開講座」、全世代対象対応型居場所「お

おもり語らいの駅」等を主催で実施してきた。これらの事業は全て「みま～も」のネットワ

ークにより実現可能となった。 

 

活用した財源・補助金等 

 「みま～も」は会の趣旨に賛同する協賛企業の協賛金により運営している。協賛企業

が多く集まることにより、会で取組む地域事業に運営費を活用でき、助成金・補助金に

頼らず持続継続可能な運営を行うことができる。 

 新たな事業に際しては、助成金だけで賄うことができなかった。その際に活用した補助

金は以下のもの。 

・大田区地域力応援基金助成：会発足当初に活用。また、商店街のコミュニティスペー

スで「みま～もステーション事業」をオープンさせる際にも活用。 

・赤い羽根福祉基金：高齢者見守りキーホルダー事業開始時に活用。 

 

 

 民間企業等と連携した施策実施を行うにあたって課題に感じること or 工夫し

ていること 
 

民間企業等と関わる上で意識していること 

 民間企業の得意分野を伺い、新しい事業展開を考える。 

 

民間企業等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること 
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 「民間企業が継続的に関わる仕組みをどう構築するか？」を常に課題として意識してき

た。民間企業は自社にとってメリットがなければ活動に継続的に関わらないため、「み

ま～も」では協賛企業に関わることのメリットを常に提示している。超高齢社会を迎えた

日本、日本で活動しているどの分野の企業も、存続のために超高齢社会仕様への方

向転換を求められていると考えている。自社だけで方向転換することは難しいが、「み

ま～も」に関わると多くの専門職・公的機関・異業種とのネットワークを構築できる。継

続する協賛企業の多くが感じている、「みま～も」に関わることのメリットでもある。 

 

 

 今後に向けて 
 

取組みにおける課題、今後の方針 等 

 2022 年度、他自治体へののれん分けが 12 箇所となった。200 を超える協賛事業所・

企業があらゆる壁を横断的に飛び越え、わが町の新たなまちづくりに貢献している。そ

れぞれの地域で課題が異なるため、協賛の仕組みと 15 年のノウハウを提供し、各地

域の実情に合わせてアレンジしてもらうようにしている。 
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３－４－３．神戸市 

 

ヒアリング日時 2023 年 11 月 24 日（金） 15 時 30 分～16 時 30 分 

ヒアリング参加自治体 神戸市福祉局くらし支援課 地域福祉担当 

 

 ヒアリング参加自治体の概要 
 

基本情報 

＜人口＞ 

合計 1,499,732 人、世帯数 746,146 世帯（2023 年 11 月 15 日現在の推計） 

＜高齢化率＞ 

28.9％（2023 年 11 月 15 日現在の推計） 

 

＜地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の数＞ 

東灘区 11 件、灘区 7 件、中央区 7 件、兵庫区 8 件、北区 10 件、長田区 7 件、須磨区 8

件、垂水区 9 件、西区 9 件 

計 76 箇所 

 

＜神戸市（兵庫県）の場所＞ 

 

 

実施事業 

○協力事業者による高齢者見守り事業 

 市の実施する「地域支え合い活動推進事業」の一環として、地域包括支援センター（あ

んしんすこやかセンター）と、民間の協力事業者、各区社会福祉協議会及び神戸市が

相互に連携し、単身世帯の高齢者等の見守り活動を行う民間の協力事業者による見

守り、及び異常があった際の地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）への

通報と、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）等による安否確認や支援
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が必要な高齢者の早期発見等を行っている。 

 事業者が可能な範囲で実施してもらっている。 

 対象は、65 歳以上の単身高齢者、または 75 歳以上の高齢者のみの世帯である。 

 

 

 高齢者見守り活動の背景 
 

取組み開始以前の状況、課題認識 

 阪神淡路大震災時の復興支援の際、高齢者が多かったことから、孤独死や孤立を防ぐ

という意味で見守り活動を推進すべきという流れの中で始まった取組みである。 

 高齢化の進展に伴い、独居高齢者、見守りが必要な方の増加が見込まれる中、市とし

てもきめ細やか、かつ重層的な体制を構築する必要があった。 

 

 

 高齢者見守り活動を実施する体制 
 

地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の役割 

 地域包括支援センターは高齢者の住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる、地域

包括ケアシステム構築のため、地域住民や地域団体、関係機関と連携をしている。 

 地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）が、高齢者に関するさまざまな相

談を受け、必要な支援につなげる高齢者の総合相談窓口として活動している。 

 概ね中学校圏域ごとに設置されており、市内には計 76 箇所のセンターがある。センタ

ーには、社会福祉士等、保健師等、主任介護支援専門員、そして地域支え合い推進員

がおり、多様な職種で対応している。 

 介護相談窓口としての役割の他、認知症、消費者被害相談等も受け付けている。 

 主に地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）が地域との連携を行ってい

る。高齢者本人や家族、地域住民、地域団体、関係機関等で行う地域ケア会議という

会議があり、その中で、地域で暮らす高齢者の困りごとを話し合い、解決へとつなげて

いく。地域ケア会議の中で、高齢者の見守りというテーマがしばしば取り上げられ、住

民間でできることや事業者が協力することでできること等の話し合いを重ね、地域に必

要な社会資源について検討していく。 

 また、小地域支え合い連絡会議等を行い（小地域は民児協の単位である）、民生委員

や区の社会福祉協議会の関係者が集まり、情報交換をしている。見守りが必要な方の

話はもちろんのこと、その時期のトピックも共有しているようだ。民生委員が見守り活動

の中で、会議で情報交換した内容を活用して頂く等の連携につながっていると思われ

る。 
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市区町村担当部局、社会福祉協議会、民生委員、民間企業等との連携状況等 

＜連携先＞ 

 地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）をはじめとする行政機関、民間事

業者、民生委員・地域団地・ボランティア、医療機関や介護事業者等。 

 

＜民間企業との連携＞ 

 協力事業者による高齢者見守り事業として、民間事業者による見守り活動が行われて

いる。異常を感じた際は、事業者から地域包括支援センター（あんしんすこやかセンタ

ー）に通報が行き、その安否確認の対応を地域包括支援センター（あんしんすこやかセ

ンター）職員が中心となって行う流れである。 

 

＜民生委員との連携＞ 

 地域での活動は、民生委員を主体とした地域のボランティア等が住人との顔の見える

関係構築をベースとした見守り活動を行っている。 

 支援が必要な可能性のある高齢者がいた場合、地域包括支援センター（あんしんすこ

やかセンター）と民生委員をはじめとする関係機関で連携している。 

 地域と密接な連携を図る必要から、センター職員が地域の給食会や防災訓練等へ参

加する等して、地域の情報収集や相談を気軽にしていただける体制を確保している。

加えて、会議企画、出席等を通じて医療機関・介護事業者とも連携をとっている。 

 給食会は、地域が独自に行っているケースが多く、主体も様々である。民生委員が民

生委員児童委員協議会として、見守りが必要な方の状況把握を主眼に取組むケース

や、婦人団体が実施するもの等いろいろな形がある。 

 

見守りボランティア、高齢者の家族とのつながり方 

＜友愛訪問について＞ 

 友愛訪問は、民生委員・児童委員と協力し、高齢者への電話や街中であったときの声

掛け等を行うボランティア活動である。 

 友愛訪問ボランティアでは、週 1 回程度、65 歳以上の単身世帯の方等に安否確認を

行っている。 

 市から補助金を社会福祉協議会へ交付し、社会福祉協議会を窓口としてボランティア

への助成を行っている。2022 年度のボランティアグループ数は、市全域で 1,176 グル

ープあり、ボランティア数も 5,000 人を超える等、多くの方に協力を得ている。 

 地域の弱者の方に寄り添う活動に参加する方の傾向として、同じ方が複数の所属団体

に所属し活躍しているケースが多い。地域の担い手という面でも、対象増加に伴い活

動の難しさが生じてくるため、その意味でも協力事業者の方に力を貸してもらうのは必

須だと思っている。 
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地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）は自治体にどのようなサポートを求め

ているのか（緊急時対応の初動や安定期を含めた、見守り活動のチャートや規定等） 

 センターに直接相談のあった緊急対応についても、マニュアルに沿って対応している。 

 協力事業者に配布している「協力事業者による高齢者見守り事業に関する Q＆A 集」

を、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）にも共有しており、対応方針を

示している。 

（Q＆A 集は、本報告書 P.１２８ ４－６．参考資料：神戸市 『協力事業者による高齢者

見守り事業に関するＱ＆Ａ集（第３版）』を参照） 

 

 

 高齢者見守り活動を開始した経緯 
 

きっかけ 

 著しい高齢化の進展から、重層的な見守り支援体制を構築する必要があった。その一

環として、高齢者と関わりのある民間事業者の力を借りて、2011 年度から日常的に高

齢者と関わりのある民間事業者による高齢者見守り事業を開始した。 

 事業の目的は、通常業務の中でさりげなく見守ってもらうことを基本に、見守りが必要

な高齢者の早期発見につなげることである。 

 

構想時期、主導組織・部署、関与組織・部署 

 事業のベースとなったのは、2010 年度に、市社会福祉協議会がモデル的に行った取

組みである。全市展開するにあたり、神戸市が主体となり行うことになった。 

 協力事業者等から通報頂いた件数等については、地域包括支援センター（あんしんす

こやかセンター）を担当する介護保険課を通じて、神戸市福祉局くらし支援課にも月報

という形で共有してもらっている。 

 協力事業者には、必要に応じて地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）等

が行う会議（地域ケア会議等）へ参加してもらっている。 

 

都道府県等から受けた支援 等 

 特になし 
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 高齢者見守り活動の内容 
 

支援対象者像、支援内容 

＜支援内容＞ 

 市と民間の協力事業者で締結する協定をベースとして、通常業務の中で高齢者の異

変を発見した場合に、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）に連絡・通報

してもらい、センターが中心になって関係機関等と連携して安否確認をする。そこで日

常生活に本当に支援が必要な方となれば、地域の社会資源や介護サービス等につな

げる形で活動を行っている。 

 事業者の方には、活動の指針を示したフローチャート等を配布している。その指針にも

とづき、異変を感じた方が対象者に該当するかどうかや、どのような対応をとるのか等

を判断できるようにしている。 

 事業者から多く寄せられる質問を「協力事業者による高齢者見守り事業に関する Q＆

A 集」としてまとめ各事業者に配っている。例としては、「どういう場合に通報するのか」

「通常の状況下で安否が不明な場合、どのくらいの期間で通報したら良いか」等が記載

されている。 

 2023 年 10 月末時点で、40 事業者に登録、協力してもらっている。内訳は、新聞関係

5、金融機関 6、個配・宅配 12、電気・水道等（神戸市水道局含む）3、その他 14 であ

る。 

 通報の傾向としては、圧倒的に自宅に出向く新聞関係や、ヤクルト、宅配業者等から

のものが多い。スーパー等の店舗型事業者からの通報は非常に少なく、来る日だった

のに来ない、同じものを買うようになった等で通報してもらうことがある。 

 「その他」の事業者の中には、兵庫県柔道整復師会も含まれているが、2023 年度から

の協定事業者であるため、2022 年度以前は数字がない。 

 協力事業者の具体例としては、新聞、コープこうべ、運送系はヤマト運輸、ヤクルトは

神戸ヤクルトと兵庫ヤクルトで別々に登録している。また、ファミリーマート、ローソン、

信金、三井住友等の銀行、J:COM、ダイキョー、アスペン、日本管財等である。 

 全事業者を集めた連絡会を年 1 回開催している（2020 年～2021 年度はコロナにより

実施していない）。新しく見守りの担当になる方もいるため、当事業の紹介を改めて行う

とともに、各事業者の取組みについて、実際の活動の中でよかった点や対応等を、グ

ループワーク形式で意見交換してもらっている。今年度（2023 年度）の内容は検討中で

ある。 

 連絡会の具体的内容としては、市の高齢者見守りの話の他、通報先となる地域包括支

援センター（あんしんすこやかセンター）の機能についても伝えている。通報してもらい、

緊急搬送につながったケースがあったとき等は参加者に共有し、大切な活動であるこ

とをより理解してもらえる形で事業紹介を行っている。活動に役立つ付加的な知識を身

に付けられるよう、例えば、神戸市の認知症サポーター養成講座の案内も行っている。 
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 神戸市の高齢者の見守り活動の普及啓発の一環として、地域の気づきをテーマに、イ

メージしたキャラクターのステッカーを作っている。配達事業者の車に付けてもらう他、

協力事業者として参加しているコンビニエンスストアにも貼ってもらう等、事業啓発の一

助として活用している。 

 

＜目標＞ 

 顔の見える関係作りが必須であると感じている。地域の顔の見える関係をベースに、そ

こへ事業者を含めた関係機関が一緒になって支え合っていくようなスキームを構築す

る必要がある。そのため、民間事業者による高齢者見守りについても、行政と連携して

行うことで、見守りの目がより細かく、また、重層的支援が行えることになり、高齢者の

孤立を減らすことにつながり、安心して地域で生活してもらえるようになると考えている

ため、この事業は継続していきたいと思っている。 

 

実施に関わる組織・部署、専門職、地域住民、既存事業との整理・連携 

＜地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）との関わり＞ 

 地域の事業所や見守りを行う民間事業者と必要に応じて連携を行っている。 

 

サービス提供によりもたらされている効果（高齢者・家族介護者への効果、 

地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の負担軽減）等 

＜地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の負担について＞ 

 通報があれば、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）が中心となって対

応することになるため、そこへの負担感はあると思う。 

 事業者に配布している「協力事業者による高齢者見守り事業に関する Q＆A 集」を地

域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）にも共有し、どのようなケースでどう

対応するかを双方が理解しているため、スムーズに回っていると思う。 

 

関係者からの意見 等 

＜事業者側のメリット＞ 

 具体的に聞いたわけではないが、企業としての CSR 活動、社会貢献の一環として捉え

ている事業者もいると思う。 

 活動について広報はあまり行っておらず、事業者についても HP に載る程度である。そ

こで、市に認められている企業ということをベースに営業活動できると捉えている企業

については、参加を断るようにしている。 
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 見守り事業の現状 
 

取組みの実績、効果（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援センター（あんしんす

こやかセンター）の負担軽減） 

＜実績＞ 

 2022 年度の実績では、事業者からの通報件数が 136 件あった。うち、緊急対応が必

要だった件数としては、「通報はしたが対応が不要だった」件数が 84％、そのうち緊急

対応になったのが 16％あり、16％のうち半数が亡くなった事例である。緊急搬送され、

助かったケースがあったため、非常に有効な活動だと感じている。 

 2011 年度から開始し、協力事業者数が増えるにつれ、通報件数も増えている。2021

年度は増加の幅が大きいが、これはコロナの影響があるのではないかと感じている。 

 2022 年度は緊急対応不要が（事業者からの通報件数 136 件中）125 件と多くあった。

この中には、通報のあった時点でセンターが既に入院していることを把握していた等の

理由から、自宅に行かなくとも連絡が取れ、現地訪問に至らなかった件数も含まれてい

る。 

 日頃から高齢者に関わっている事業者が、地域包括支援センター（あんしんすこやか

センター）の役割を知ることで、通報以外にも認知症高齢者の早期発見につながった

り、ゆるやかな見守りにつながったりしている。 

 

困難事例へのアプローチ方法の変化 

 特になし 

 

見守り活動で把握した異変情報等の取扱い 

 取扱いについてはどこまでの個人情報かにもよると思う。 

 自宅のインターフォンを鳴らしたが出てこない場合、その連絡は地域包括支援センター

（あんしんすこやかセンター）にもなされる。情報収集の上、訪問した結果、中で倒れて

いる可能性が高い場合は、警察に相談して緊急対応となれば、消防のレスキューが必

要となるため、情報共有という点では難しいところもある。 

 例えば通報があったが何もなかった高齢者の方がいた場合、「協力事業者による高齢

者見守り事業に関する Q＆A 集」を、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンタ

ー）にも共有しており、どのような場合にどのように回答するか等を示しているため、必

要以上の個人情報が事業者からセンターに共有されることはなく、また、その逆もな

い。事業者が全て対応しているわけではなく、センターに相談してもらうことで、個人情

報の問題はある程度クリアできていると考える。 

 通報を受けた後のフィードバックは行っていると思うが、「どこの病院に入院した」という

ような情報までは共有していない。 
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 民間企業等と連携した施策を実施するにあたって重要視すること 
 

＜協力事業者の選定について＞ 

 協力事業者について、明確な基準を示しているわけではなく、都度、事業者から相談し

てもらった際に、どれくらいの頻度で対象者に会うのか、どの程度エリアをカバーしてい

るのか等、複合的に判断し、丁寧に検討を進めている。 

 自宅に訪問するタイプの事業者のほうが、高頻度に行ってもらえると思うため、そのよ

うな事業者をメインに依頼している。 

 そもそも、半年に 1 回等、活動回数が少ない事業者は断っている。 

 

 

 施策検討の流れ 
 

取組みを始める際の議論・手続きの流れ 

 神戸市と民間の協力事業者である高齢者見守り事業者との「協力事業者による高齢

者見守り事業実施要領」にもとづき、市と事業者とで協定を締結し、協力事業者として

活動してもらっている。 

 

活用した財源・補助金等 

 見守り事業の協力事業者に対し、委託費等は支払っていない。各民間事業者の善意

により、無償でやってもらっている。地域の一員として事業者に加わってもらう形であ

る。 

 

 

 民間企業等と連携した施策実施を行うにあたって課題に感じること or 工夫し

ていること 
 

民間企業等と関わる上で意識していること 

 この取組みに興味がある事業者からの問い合わせが一定数ある。とはいえ、どの事業

者でも良いわけではなく、定期的に対象となる方とまずコンタクトを取っていることが見

守り活動につながると考えているため、その線引きが難しい。 

 例えば葬儀会社からも声掛けしてもらうが、結局、自分たちのビジネスに直結するよう

な仕事をされても困ってしまうため、そのようなケースは断っている。線引きは各自治体

で決めることになるため、そこがハードルになることもあると思う。 
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 断った事業者としては、昨年と今年は葬儀会社が該当し、昨年度、介護系事業者

から問い合わせをもらったが、介護事業者は地域包括ケアの一員であり本来業務

ということで入れていない。 

 

民間企業等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること 

（課題の例） 

庁内調整、議会対応、予算確保、地域の関係者への説明、調整に係る人手不足 

 現段階では積極的に協力事業者を募集するというスタイルはとっていない。問い合わ

せをもらっても、対象となる方に半年に 1 回しか訪問しない業種の方だと断らないとい

けない状態であるため、登録事業者を増やすという点は特に課題とはなっていない。 

 協力事業に対し、年間の活動回数に関する規定は設けていない。通常業務の中で、で

きる範囲でやってもらっている。そのため、事業者自身にとってのハードルは高くないと

考える。 

 2022 年度の通報件数 136 件のうち、その多くが新聞関係、宅配関係事業者からの通

報である。それ以外の事業者からはほとんどないが、市としてはできる範囲で連絡して

もらうスタンスになっており、当事業を良い事業だと評価している。委託費用も掛かって

おらず、費用対効果はある程度高いものだと思う。 

 

 

 今後に向けて 
 

取組みにおける課題、今後の方針 等 

 当事業に限らず、対象者が増えれば地域包括支援センター（あんしんすこやかセンタ

ー）の負担が増えてしまうことが課題だと感じている。対象となる高齢者が非常に増え

ており、事業を実施していれば通報は増える、つまり対応件数が増えるため、具体的な

対策をとる必要がある。 

 対象年齢を引き上げる等、考え方を変える必要性を感じている。見守りは必要だと思う

一方で、行政ができる限界を考えなくてはいけないフェーズに来ていると感じている。何

でもかんでも見守るというのは違う段階に来ているのであれば、新たな対策が必要で

ある。そのための見本がなく、困っているところである。 

 地域活動を行うプレイヤーとして、同じ方が自治会、民生委員、自主防災組織等の複

数の組織で頑張ってもらっている現状がある。そのため、第三者として事業者に協力し

てもらうという点で、当事業は実施したほうが良い事業だと感じている。 

 通報が増えれば地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）の対応が増えてし

まうことに対し、負担が増えると感じる市町村もあると思う。それぞれに合わせた方法

が必要である。なんでも見守りという流れにならないよう、国にも頑張ってほしい。 
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＜災害時要援護者支援＞ 

 見守り事業の対象者と近いものとして、災害時要援護者支援がある。その対象者は条

例により定められているが、高齢者については 65 歳以上の単身者と、75 歳以上の

老々世帯の方となっており、市内の高齢者要件に該当する対象者が合わせて計 16 万

人ほどに上るため、活動が難しくなってきていることを感じている。 

 

＜ICT 導入について＞ 

 現時点で ICT 機器等の導入は検討していない。市内の全対象者に向けて実施するこ

とになった場合、災害時要援護者支援対象者と同じ約 16 万人に対し導入すると仮定

すると、導入後の対応ができないと思われる。対象者を絞ったとしても、その多くが介

護保険等のサービスをすでに受けており、目が届いている方々と思われる。その線引

きが難しく、対象の具体的な検討にも至っていないため導入はしていない。 

 また、民間サービスがあるのであれば個人で契約することも考えられるため、その場合

に、行政がどこまで補助をするのかを検討しなくてはならない。 
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３－４－４．山梨市 

 

ヒアリング日時 2023 年 11 月 27 日（月） 10 時 00 分～11 時 00 分 

ヒアリング参加者 山梨市 総合政策課 

 

 ヒアリング参加自治体の概要 
 

基本情報 

＜人口＞ 

合計 33,353 人、世帯数 14,745 世帯（2023 年時点） 

 

＜高齢化率＞ 

34.7％（2023 年） 

 

＜地域包括支援センターの件数＞ 

山梨市地域包括支援センター 1 件 

 

＜山梨市（山梨県）の場所＞ 

 

 

実施事業 

 LPWA を活用した高齢者見守り事業として、NTT 東日本の提供する LPWA を利用した

高齢者の安否確認、及びゆるやかな見守りの実施。センサーの利用者宅への設置、ま

たは高齢者自身に身に付けてもらい、見守りの必要な高齢者宅の見える化等を行って

いる。 

 介護保険課では、介護保険利用者宅への定期的な訪問を行っている。保健師と一緒

に向かい、体調を伺う他、他者と会話する機会のない独居高齢者宅へ赴き、コミュニケ

ーションを図っている。 

 介護保険課で実施している取組みのひとつに、「ふれあいペンダント」がある。高齢者
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自身に身に付けてもらうもので、ボタンを押すと、救急車を呼ぶことができ、消防と連携

ができる仕組みになっている 

 市の事業として、移動が難しい山間部等の高齢者向けに福祉バスを出している。買い

物をする店への案内等を通じて、高齢者の方の見守りを行っている。 

 

 

 高齢者見守り活動の背景 
 

取組み開始以前の状況、課題認識 

＜課題認識＞ 

 首都圏に 1 時間半で行ける立地から、進学・就職等を目的とする 10 代後半～20 代前

半の世代の大幅な転出超過と、少子化が進んでいる。 

 山梨市は農業が主幹産業である。高齢者の増加により果樹栽培（桃、梨等）の収穫等

の負担が増え、転出超過や少子化に伴い、労働力不足や次世代への技術継承が困難

になってきている。農業をやめ、耕作放棄地が増加、高齢者に占める一人暮らしの割

合が増えている。 

 市の人口は 34,000 人弱に対し、65 歳以上の単身高齢者の数が、2014 年度は 1,740

人、2020 年度は 2,714 人と 1,000 人近く増加。2023 年はさらなる増加を見込んでいる。 

 

地域資源の状況 

 市が抱える課題を解決すべく、デジタル技術を活用した官民連携による取組みを開始

した。そのひとつに、アグリイノベーションラボが挙げられる。 

 NTT 東日本、JA、バイオテクノロジー企業・シナプテックの力を借りて、2017 年度

に立ち上げた活動である。課題解決による地域活性化を目指し、データによる畑

の状態の見える化を目指したが、畑のある圃場は山々に囲まれており電源確保

が困難であることが判明した。 

 NTT 東日本に相談したところ、LPWA を使って、圃場（畑）のセンシングができるの

ではないかと提案があり、自営ネットワーク・LPWA 導入に至った。 

 LPWA は、電源がなくとも太陽光による通信が可能である。現在、市内 6 箇所に

基地局を設置・導入しており、各基地局半径約 2 ㎞範囲をカバーした、省電力に

よる見える化が実現されている。 

 現在は、LPWA をハウス管理における高齢者の作業負担軽減につなげるべく、ハ

ウス内の温度・湿度管理に活用する他、人感センサーを圃場に設置したシャイン

マスカット等の盗難防止にも役立てている。 

 LPWA は農業への活用が主だが、防災対策にも用途を広げている。河川に水位

センサーを設け、HP 上のリンクから水位をセンシングできるようにした他、崖崩
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れ、地崩れが発生しそうな傾斜地の監視等に用いている。 

 

目標設定 

 LPWA の取組みを行う際、「身の丈に合ったスマートシティ」をテーマとして掲げた。山

梨市は、予算の多い自治体とは規模が異なることを踏まえ、自分たちなりにできるスマ

ートシティを推進することをコンセプトに、取組んでいる。 

 

 

 高齢者見守り活動を実施する体制 
 

地域包括支援センターの役割 

 今のところ、地域包括支援センターは関与していない。 

 

市区町村担当部局、社会福祉協議会、民生委員、民間企業等との連携状況等 

＜総合政策課で行っていること＞ 

 LPWA を活用した高齢者見守り事業において、NTT 東日本と連携している。 

 LPWA を活用した高齢者見守り事業において、異常を検知した際の初動についての体

制は、きちんと決まっているわけではない。通知自体はまず NTT 東日本と家族に行

き、そこから市の総合政策課に電話がくる。連絡を受けた後、介護保険課、健康増進

課等、保健師のいる課の方々と現地に行くことを想定している。 

 

＜介護保険課で行っていること＞ 

 介護保険利用者宅へ、保健師と定期的な訪問を行っている。 

 「ふれあいペンダント」の取組みでは、高齢者がボタンを押すと救急車を呼ぶことがで

き、消防と連携ができる。 

 

見守りボランティア、高齢者の家族とのつながり方 

 専用サイトから、遠方に住む家族が宅内の温湿度やドアの開閉等を確認できる。 

 

地域包括支援センターは自治体にどのようなサポートを求めているのか 

（緊急時対応の初動や安定期を含めた、見守り活動のチャートや規定等） 

 今のところ、地域包括支援センターは関与していないため、特になし。 
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 高齢者見守り活動を開始した経緯 
 

きっかけ 

 農業への LPWA 導入の流れの中で、高齢者の独居が増えている状況を受け、高齢者

の自宅の安否確認への LPWA 活用を検討することとなった。NTT 東日本含め相談した

結果、実施可能になった取組みは、大きく分けて以下 3 点が挙げられる。 

① 「高齢者の靴にセンサーを付け、外出、帰宅、市の公民館等訪問の際、家族に連

絡が届く」 

② 「高齢者の自宅に、ドアの開閉検知センサーを設置し、遠方に住む家族等が中を

確認できる他、異常な温度の検知、外出や帰宅が分かるようにする」 

③ 「キーホルダー型センサーを持っていただき、避難所等に行った際に、避難所から

家族等に通知が届く」 

 現在、実際に行っているのは、キーホルダー型の小型センサーを高齢者に持っていた

だき、自宅にセンサーを設置することで自宅内を見える化する取組みである。 

 玄関ドアにセンサーがついており、ドア開閉の検知日時や、冷蔵庫・浴室の温度・湿

度の状態が見える化される他、外出すれば外出中である旨、家族にメールが届く。通

知画面から専用サイトに行くと、設置者の現状等が分かるようになっている。 

 

構想時期、主導組織・部署、関与組織・部署 

 2017 年 2 月、市と NTT 東日本、JA フルーツ山梨、シナプテック株式会社による中小

規模農家向け IoT トライアルを開始し、官民連携による「アグリイノベーション Lab」を立

ち上げた。その中で、LPWA（省電力で長距離通信が可能）という自営無線を構築し、そ

の後、2019 年から NTT 東日本と福祉分野への活用について検討を重ね、2020 年より

高齢者の見守りについての実証事業を開始した。 

 主導部署については総合政策課（実証開始当時は政策秘書課という政策部署）であ

り、現在まで介護保険課と連携して事業を行っている。 

 

調整にあたって生じた課題・工夫 

 主導しているのが政策部署であり、当初は中小規模農家への IoT 活用として行ってき

た事業であったため、実際に高齢者見守り事業を行っている介護保険課との情報共有

や、必要としている高齢者またはその家族への周知、利用者募集に時間を要する等の

課題があった。 

 現在は、介護保険課と事業内容等の情報共有もできているため、庁内における体制は

整ってはいるが、新規利用の高齢者またはその家族からの問い合わせは少ない状況

である。 
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都道府県等から受けた支援 等 

 国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用している。 

 

 

 高齢者見守り活動の内容 
 

支援対象者像、支援内容 

 見守りが必要な、主に単身世帯の高齢者を対象に、「ゆるやかな高齢者の見守り」とし

て、家族等による、センサーを用いた数値による宅内の見える化と、外出等の状況把

握を行っている。 

 

実施に関わる組織・部署、専門職、地域住民、既存事業との整理・連携 

 高齢者の状況に関する通知は家族にメールで行く他、LPWA 提供元の NTT 東日本で

も確認している。帰宅の連絡がない等、何かあった場合には、職員に家族や NTT 東日

本から連絡が来る体制が整っている。 

 

サービス提供によりもたらされている効果（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援

センターの負担軽減）等 

 取組みを行う中で、親族より「遠方で（高齢者宅まで）行けないため、宅内の見える化が

でき、安心できる」等の感想が出ていると聞いている。 

 

 

 高齢者見守り活動の現状 
 

取組みの実績、効果（高齢者・家族介護者への効果、地域包括支援センターの負担軽減） 

 高齢者の見守りを開始した 2020 年度から実際に利用した件数（人数）は、延べ数で

2020 年度・2 件（人）、2021 年度・2 件（人）、2022 年度・2 件（人）、2023 年度・1 件（人）

であった。 

 2020 年度～2021 年度までは 2 件とも同じ方であった。2022 年度は一人が利用をや

め、（広報や介護保険課との連携の中で申請に至った）新規 1 名が加わった。2023 年

度は、2022 年時の新規の方が継続し、2020 年から利用を続けている方がやめたとい

う状況である。 

 利用希望者については、介護保険課等とも話をするが、市内の高齢者は（農業をして

いることも関係してか）元気な方が多いため、今年度は新規の利用者が見つかってい

ないのが現状である。 
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 センサーを靴に付けたり、キーホルダーとして身に付けたりする等、利用形態は複数あ

るものの、申請に来た高齢者の家族の希望もあり、現在実施しているのは、センサー

による宅内の見える化のみである。 

 

困難事例へのアプローチ方法の変化 

 現在利用している高齢者は、畑に行き作業して帰ってくるような元気な方々であり、特

に変化はない。 

 

見守り活動で把握した異変情報等の取扱い 

 個人情報について共有するのは、担当課（総合政策課の職員、介護保険課）と NTT 東

日本のみである。 

 行方不明になった等の際には、各団体の捜索に伴い、警察等にも情報共有する必要

は出てくる。 

 

関係者からの意見 等 

 遠方に住む高齢者の家族から事業継続の希望を受けており、そのようなニーズがある

ことも認識している。とはいえ、市の事業の中には、予算上難しく終わるものもあるた

め、事業は継続していくが、「もし、この事業が終わるようなら、別の同じような見守り事

業を紹介して欲しい」という声があがっている。 

 宅内を見える化し、家族が安否確認できる取組みは、現状、総合政策課が行っている

LPWA 以外ないのが現状である。他の事業を紹介するとなると、（介護保険課等が行

う）対面での見守りしか紹介ができないと思われる。 

 

 

 民間企業等と連携した施策を実施するにあたって重要視すること 
 

 民間企業との連携にあたっては、レスポンスの速さや対応力も重要である。NTT 東日

本とは密に連絡を取り、地域の課題や LPWA の進化等の話をしている。 

 家族に通知があれば、NTT 東日本にも通知が行っているはずである。その連絡のス

ピード感は大切であり、民間企業と一緒に仕事をしていて良いと感じる一番のポイン

トは、レスポンスの速さだと感じている。 

 NTT 東日本と定例会議はあまり行っていないが、メールを送ればすぐに返信があり、

今日空いていればテレビ会議も行うという状況である。今年は 11 月時点で 20 回～

30 回は連絡を取り合った。 

 2017 年度の実施開始から 6 年が経ち、LPWA の機器も古くなってきた。デジタル技術

の進化が著しい中、NTT 東日本から LPWA の通信機能の進化について話を聞いた。
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現状の機器では通知をテキストで送ることしかできないが、エリアをもう少し絞れば、

実証段階ではあるが画像・動画等を送ることも可能になったようだ。 

 市内には認知症で徘徊し、行方不明になっている方が昨年、今年と各 1 件発生して

いる。NTT 東日本とは、LPWA により、動画通信等が可能になれば、認知症の方の

近所の住民にご協力を仰ぎ基地局を設置することで、どちらの方向へ行ったのかが

初動で分かるようになる、等の話をしている。 

 LPWA 導入時は、NTT 東日本の機器のみしか使用できないため、一軒当たりの設置費

用が 150～200 万円程度かかった。予算上、複数件申請することが難しいのが現状で

ある。今後、音声や動画、きれいな映像が送れるよう進化したときに、個人の IoT 機器

と自治体のシステムが紐づけられるようになると、市としては既存の資源を使い、かつ

親機のみ導入する形が取れるため、低コスト化という観点で理想的だと感じる。 

ただ一方で、自治体の無線に色々な人からのアクセスが生じることになるため、もっと

細かい検討が必要になる。実際の運用については 2024 年度に NTT 東日本と話しな

がら検討していきたい。 

 

 

 施策検討の流れ 
 

取組みを始める際の議論・手続きの流れ 

 実証の際の参加者は、市の HP や広報等で告知し希望者を募集した。その他、地域

包括支援センターを担当している介護保険課とも連携し、高齢者を紹介してもらい、

利用してもらった。 

 介護保険課には、独居高齢者の家族が相談に来ることがある。「様子を見にすぐに来

ることができないため、何か方法はないか」等の相談をもらい、取組みを紹介したこと

で話が進んだ経過がある。 

 

活用した財源・補助金等 

 実際の事業予算として、高齢者宅への設置費用（150～200 万円）が挙げられる。基

本的に市民の負担はなく、現段階では実証ということで、デジタル田園都市国家構想

交付金を活用している。KPI は、LPWA を活用した高齢者見守り件数や、家族・本人

の満足度等も用いて申請した。 
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 民間企業等と連携した施策実施を行うにあたって課題に感じること or 工夫し

ていること 
 

民間企業等と関わる上で意識していること 

 行政と民間企業とではスピード感が違う。特にコロナ禍以降、新たなデジタル製品の開

発・活用が加速していることもあり、例えば行政が一年かけて検討したことが、民間企

業界隈においては既に過去のものとなることもある。そのため、官民連携事業を行うに

あたっては、一か月に数回打合せする等、情報共有や話し合う場を設けることを常に

意識してこれまでも事業を行っている。 

 

民間企業等と連携しながら施策実施を行うにあたって課題に感じること 

（課題の例） 

庁内調整、議会対応、予算確保、地域の関係者への説明、調整に係る人手不足 

 民間企業から提案がある場合、まずはその組織の政策部署が窓口となることが多く、

実際に業務を行っている関係部署への情報共有をする際、中々調整が上手くいかない

場合もある。官民連携事業以外にも言えることではあるが、この事業が関係部署にお

いて、住民ニーズや業務進捗・改善に真に必要となるのかを理解してもらわないと、そ

の後の予算確保、議会対応、地域住民への周知・説明に進まないといった課題があ

る。そのため、民間企業からの提案を受ける際には、その瞬間から関係部署へ連絡

し、一緒に事業内容等について話を聞く場を設けることを心掛けている。 

 予算確保については、その時々の社会情勢・状況により、市の優先順位を考える中で

実現が難しい場合もある。特に地方自治体のみの限られた財源だけでは非常に厳しい

場合がある。 

 

 

 今後に向けて 
 

取組みにおける課題、今後の方針 等 

 自宅の壁やドアにセンサーを付けての見守りについて、「私は大丈夫」「自分は元気だ

が、そうなってしまったのか…」等の感情を持つ高齢者が多く、なかなか実際の相談に

は至らないのが現状である。 

 山梨市は地域包括支援センターが社会福祉協議会と協力し、高齢者の見守りを行って

いる。そのため、データによる見える化を行うまでには至らないということで、申請があ

まりないものと思われる。 

 住民ニーズはあると思うため、利用者が少ない点を課題とし、検討していきたい。 

 LPWA 自体は、もともと総合政策部門が開始した取組みである。来年度から、今後に向
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けて介護保険課等に取組みを移管する方向で話をしている。その後、LPWA を活用し

た見守り需要が増える可能性はあるのではないか。 

 市内で認知症の方が徘徊等でいなくなった際、様々な団体が捜索に出るが、初動の段

階で検討を間違えていることもある。現在、見守りを中心に行っている LPWA 事業を、

認知症の方々の周辺での見守りに活用できないかという話も出ている。警察から防犯

カメラ的な事業はないか聞かれたこともあり、2024 年度は LPWA による動画・画像通

信の可能性も踏まえて、本格的に検討していきたい。 

 

＜他企業との連携について＞ 

 他社の機器等もあるが、自営ネットワークを一から構築するのは大変な作業である。 

 山梨市は 2017 年に高齢化による農業分野の課題解決を目的として事業を開始し、

LPWA という土台を築き、そこから NTT 東日本との取組みを広げて行った。LPWA も進

化し、動画・画像も送れるようになると、さらに様々なことが見える化できるようになる。 

 一方で、今年度からデジタル戦略担当という部署が山梨市にできた。連携を図る中で、

LPWA よりも低コスト化が図れる機器が見つかれば、活用の話がでる可能性はある。 

 介護保険課や農業を担当する農林課等と、来年度 1 年かけて、LPWA の取組みにつ

いて、さらに広げるのか、もっと細かくセンシングできるような他のデジタル機器も検討

するのか、話をしていくことになるのではないか。 
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４．ヒアリング調査から得られた示唆 ―ハンドブックー 
４－１．ヒアリング結果のまとめ 

○ 本事業のヒアリング調査からは、高齢者見守り地域ネットワークが高齢者本人・家

族・地域包括支援センター職員にもたらす効果や、その構築・運用におけるポイン

ト等が明らかになった。 

○ それらをもとに、『地域の高齢者見守り つなぎ力増強プロジェクト ～人生 100 年

時代へ。高齢者見守りを未来に向けて UPDATE！～ 民間事業者・地域住民・ICT 機

器等をフル活用したネットワークのつくり方』を作成した。 

 

４－２．ハンドブック作成の目的 
○ 民間事業者を含む地域の関係者とのネットワークや、ICT 機器・サービス等を活用

した高齢者見守り活動を推進するために必要なポイント・好事例を広報する。 

○ 高齢者見守り活動の重要性・効果の理解に役立つだけでなく、市区町村・地域包括

支援センターにおける企画立案及び他機関・他職種連携において参照可能な資料を

作成する。 

 

４－３．ハンドブックの主なターゲット 
○ 地域包括支援センター 

○ 市町村の高齢者見守り施策担当者 

 

４－４．ハンドブックの概要 
○ 高齢者見守り活動の重要性を示すとともに、 

 高齢者見守り活動が高齢者やその家族にもたらす効果 

 地域包括支援センターの負担を軽減するための工夫 

 民間事業者の社会貢献活動ならびに ICT機器・サービス等との連携ポイント等を

提示した。 

○ 多忙な地域包括支援センター職員の目に留まり、必要な情報を的確に情報を伝える

ことを念頭に、デザインに関するアドバイザーの指導のもとデザイン化を行った。 
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４－５．ハンドブックの内容 
○ ハンドブックの内容は下記資料の通り。 



  

95 
 

 



  

96 
 

 



  

97 
 

 



  

98 
 

 



  

99 
 

 



  

100 
 

 



  

101 
 

 



  

102 
 

 



  

103 
 

 



  

104 
 

 



  

105 
 

 



  

106 
 

 



  

107 
 

 



  

108 
 

 



  

109 
 

 



  

110 
 

 



  

111 
 

 



  

112 
 

 



  

113 
 

 



  

114 
 

 



  

115 
 

 



  

116 
 

 



  

117 
 

 



  

118 
 

 



  

119 
 

 



  

120 
 

 



  

121 
 

 



  

122 
 

 



  

123 
 

 



  

124 
 

 



  

125 
 

 



  

126 
 

 



  

127 
 

 



  

128 
 

 
４－６．参考資料：神戸市 『協力事業者による高齢者見守り事業に関するＱ＆Ａ集

（第３版）』 
○ 神戸市が高齢者見守り活動における連携先の民間事業者と、地域包括支援センター

（神戸市では「あんしんすこやかセンター」という名称が用いられている）へ提供

する Q＆A集ならびにチェックシートを掲載する。 
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第３章：オンライン事業報告会 

 
１．趣旨 

○ 地域包括支援センターが民間事業者を含む地域リソースとのネットワークを強化し、

また、ICT 機器・サービス等の活用を図りながら、限られた人員で効果的・効率的な

高齢者の見守り事業を実施するための考え方や実例を紹介した。 

○ また、高齢者見守り活動がもたらす、高齢者の孤独・孤立対策や家族介護者負担等

に対する効果、ならびに地域包括支援センターの業務負担軽減への影響、見守り活

動実施のポイント等についても報告した。 

○ オンライン事業報告会の動画は当社 YouTubeアカウントにて公開する。 

（https://youtube.com/@MHIRSolutionChannel） 

 

２．開催要項・内容 
開催日時：2024 年 2月 28 日（水） 13：30～15：00 

会議形式：オンライン会議（Zoomウェビナー） 

時間割及び内容： 

時間 

（目安） 
内容 

13:20頃～ 開場 （Zoom ウェビナーでの参加開始） 

13:30 ～

13:35 
開会 （厚生労働省 老健局認知症施策・地域介護推進課地域づくり推進室） 

13:35 ～

13:55 

講 演：「地域包括支援センターによる高齢者見守り活動の必要性と地域包括

支援センターの負担軽減のための民間連携・ICT活用について」 

登壇者：岩手県立大学 名誉教授  

小川晃子 先生 

13:55 ～

14:20 

講 演：「民間連携・ICT 活用等による地域包括支援センターの負担軽減方法

の実例紹介 ―特に民間事業者・地域住民との連携について、地域包

括支援センターの立場から」 

登壇者： 

社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 地域ささえあいセンター センター  

おおた高齢者見守りネットワーク「みま～も」 

澤登久雄 先生 

14:20 ～

14:45 

講 演：「民間連携・ICT 活用等による地域包括支援センターの負担軽減方法

の実例紹介－特に ICT 活用について、民間事業者の立場から」 

登壇者：一般社団法人セーフティネットリンケージ 代表理事 

高原達也 先生 

14:45 ～

14:55  
質疑応答 

14:55 ～

15:00  
事務連絡・閉会 

 

https://youtube.com/@MHIRSolutionChannel
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３．対象者・当日参加者 
３－１ 対象者 
○ 地域包括支援センター 

○ 市町村の高齢者見守り施策担当者 

○ 高齢者見守り活動に関心を持つ民間事業者   等 

 

３－２ 当日参加者 
○ 500名（Zoom ウェビナー満員） 

 

４．登壇者 
氏名 経歴 

小川晃子 先生 岩手県立大学 名誉教授、一般社団法人高齢者の見守りとコミュニテ

ィづくり促進協議会代表理事。シンクタンク研究員、大学教員を経て、

現職。高齢者が電話機等で能動的に体調を発信する「お元気発信」を

開発し岩手県で普及。AIスピーカー活用服薬支援システム等、多様な

媒体を活用した生活支援型見守りシステムの社会実験を行う。「北い

わてにおける AI／ICT 活用による能動的見守り～通信技術と社会技

術の連携による安心のデザイン～」が 2021 年度第９回プラチナ大賞

審査員特別賞受賞。 

澤登久雄 先生 社会医療法人財団仁医会牧田総合病院地域ささえあいセンター セ

ンター長。2008 年４月、「おおた高齢者見守りネットワーク『みま～

も』」を発足。2009年８月、「SOS みま～もキーホルダー登録システ

ム」（現、大田区「高齢者見守りキーホルダー事業」）を運用開始。

地域住民と医療・保健・福祉専門職、民間企業等がつながりあい、高

齢者を支え合うシステムづくりに取組んでいる。 

高原達也 先生 一般社団法人セーフティネットリンケージ「みまもりあいプロジェク

ト」代表理事、千葉大学非常勤講師。株式会社ベネッセコーポレーシ

ョンにて新規事業開発を経て、現職。2017年４月、互助を ICT がサポ

ートする「みまもりあいアプリ(現在約 200万ダウンロード)」を開発。

高齢者やこどもを地域で見守りあうシステムづくりに取組んでいる。 

2018年度：東京大学「アーバンデータチャレンジ」金賞受賞。 

2019年度：一般社団法人日本認知症ケア学会 石﨑賞受賞。 

2022年度：内閣府 地方創生 SDGｓ官民連携プラットフォーム 

「優良事例」受賞。                等 
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第４章 まとめと提言 

４－１．まとめ 
○ 本事業では、自治体ならびに地域包括支援センター、社会福祉協議会等が民間事業

者の見守り用 ICT 機器・サービスや社会貢献活動等を活用しながら高齢者見守り活

動を行う先進事例の実態とそのポイントを明らかにした。 

○ これらの事例からは、民間事業者や ICT 機器・サービスを含む地域資源を活用する

ことで、従来から行われている対面の高齢者見守り活動が補強されるとともに、地

域包括支援センターの業務負担の軽減にもつながることが示唆された。 

○ 成果物のハンドブックでは、高齢者の異変を発見する存在を見守り「センサー」、異

変情報のつなぎ先を見守り「アンカー」と表現した。その上で、地域の中に見守り

「センサー」のネットワークを張り巡らし、重要な見守り「アンカー」のひとつで

ある地域包括支援センター情報をつなぐことの大切さとその具体的な方法を提示し

た。 

 
４－２．提言を行う上での着眼点 
○ 地域包括支援センターは、市町村直営だけではなく、市町村から委託を受けて民間

事業者が運営しているものも多い。そのため、大田区の「みま～も」等、独自性の

高い高齢者見守り活動の取組みが生まれやすいことが推察される。 

○ また、本事業でヒアリングを行った事例の中には、生活支援コーディネーター（地

域支え合い推進員）が ICT 機器を用いて行う地域ボランティアと高齢者のマッチン

グ事業が高齢者見守りにつながっているものがあった。生活支援コーディネーター

は、地域のフォーマル・インフォーマル両方の社会資源とのネットワークを構築す

る存在であるため、その活用が高齢者見守り地域ネットワークづくり推進のカギに

なると考えられる。 

 
４－３．提言 
○ 今後、高齢者見守り地域ネットワークをさらに充実させていくにあたっては、自治

体ならびに地域包括支援センターが持つ公的な社会資源と民間事業者が持つ民間の

社会資源、生活支援コーディネーターが持つ草の根の社会資源を連結させることが

重要であると考えられる。 
○ そのためには、自治体ならびに地域包括支援センター・民間事業者・生活支援コー

ディネーターの連携実態やその可能性についての調査を行うことが必要である。 
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